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ビジネス・レーバー・トレンド研究会報告概要について 

 

 この小冊子は、独）労働政策研究・研修機構のビジネス・レーバー・モニターに登録する

企業・事業主団体および単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象に実施して

いる「ビジネス・レーバー・トレンド研究会」（略称：トレンド研究会）での報告を収録する

ものです。速記録に基づいた報告概要や、参加者全員によるフリートーキングの概要、配布

資料（レジュメ等）、付属資料（事務局作成）で構成します。 

 

「トレンド研究会」は2004年7月から実施されています。開催趣旨は以下のとおりです。 

 

１．趣旨と目的 

 近年の労使関係や雇用・労働情勢の変化に対して、企業や労働組合がどのような問題に直

面し、どう対応しているかを把握することは、好事例などの情報を普及・共有するうえでも

必須となっている。このため、ビジネス・レーバー・モニターに登録している企業・事業主

団体、及び単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象に、最近の労使関係・雇

用問題の変容とそれに伴う労働法制の変化を踏まえたテーマを設定した「ビジネス・レーバ

ー・トレンド研究会」（通称：トレンド研究会）を開催。当機構の研究成果や最新の研究動向

をモニターにフィードバックすることで、同一の課題に直面する人事労務等担当者間での情

報交換を促進することを目的とする。ビジネス・レーバー・モニターはさまざまな業種にわ

たることから、異業種交流やネットワークづくりの場としても活用する。 

 

２．研究会の運営方法 

使用者側、労働者側に適したテーマを設定し、当該テーマに精通した研究者・実務家が講

師として報告（50分から1時間程度）。報告内容を素材に、参加者からも課題を提示していた

だくことで自由討議を行う。 

 

３．参加対象：企業、事業主団体、単組、産別労組のモニター 

 

４．結果報告：研究会の成果は、基調報告を中心とした研究会の開催内容を報告概要に盛り

込み、適宜、モニター等に情報提供する。 
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Ⅰ．報告 

 

「平成24年労働者派遣法改正のポイント」 

 

 

１．労働者派遣とは 

 本日は最初に、労働者派遣制度の現状を簡単に説明し、それから今回の法律改正の概要、

そして最後に、今後の検討の方向についてお話ししたいと思っています。「労働者派遣制度の

現状と改正労働者派遣法について」という資料の１ページ「労働者派遣とは」（シート１）

は、労働者派遣とはどういうものかについて改めて整理しています。 

左側の四角囲いの図になりますが、【派遣元】、【派遣先】、【労働者】の三者がプレーヤーと

して登場するところが労働者派遣の特徴的な仕組みです。派遣元と労働者の間には雇用関係、

労働者と派遣先の間には指揮命令関係があり、派遣元と派遣先の間で派遣契約を締結して、

労働者が派遣先で仕事をするというところが労働者派遣のポイントとなっています。 

 

シート１ 

○ 労働者派遣とは

労働者

労働者派遣

派遣先

派遣元・派遣先・労働者の三者関係

労働者派遣：自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を

受けて、当該他人のために労働に従事させること。 （労働者派遣法第２条第１項）

※ 労働者供給については、職業安定法の規定により業として行うことが禁止されている。

※ 労働者派遣は、従来の労働者供給の一形態に当たるものであるが、労働者派遣法により、一定のルールのもとに適法に
事業として行えることとなったもの。

派遣元
派遣契約

（参考１）労働者供給

労働者

供給先供給元
供給契約

（参考３）請負

労働者

注文主請負業者
請負契約

（参考２）職業紹介

求職者（労働者）

求人者（雇用主）
職
業
紹
介
事
業
者

雇
用
関
係

あっせん

（参考４）偽装請負（法的には労働者派
遣に該当）

労働者

注文主請負業者

（形式上は）請負契約

請負を装い
派遣を実施

※労働者派遣に該当するものは、労働者供給に含まれない。

※労働者派遣契約（派遣契約）

派遣元事業主と派遣先との間で、派遣労働者が従事す
る業務の内容、派遣就業の場所、労働者派遣の期間等の
一定事項を定める。

労働者派遣契約の締結に際し、派遣先が、面接、履歴
書の送付を受ける等の派遣労働者を特定することを目的
とする行為を行うことは禁止。

1
 

  

シートの右側に参考１、参考２、参考３、参考４と、似たような類型の働き方が示されて

います。まず、労働者供給というものがあります（参考１）。労働者派遣は労働者供給のいわ

ゆる一形態といいますか、労働者供給の一部を抜き出して法的に労働者派遣として認めたも

のですので、派遣会社が無許可であったり、いわゆる派遣法のルールに基づかないで労働者

－3－
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供給をした場合には違法になります。 

 参考３に請負というものがあります。請負の場合には、注文主と請負業者との間で請負契

約を締結し、請負業者が、自分が雇用している労働者を使って仕事をするというものです。 

 ただ、参考４にあるように、請負という形式で契約をしているけれども、実際には労働者

派遣と何ら変わらないという、いわゆる偽装請負というものもあります。これは労働者と注

文主との間で実際には指揮命令関係にある点がポイントです。この場合、仮に契約上は請負

であったとしても実質的には派遣と変わらないということで、これも違法になります。 

 

２．労働者派遣法の制定・改正経緯について 

 シート２の労働者派遣法の制定・改正経緯に移ります。ご承知のことかと思いますが、労

働者派遣法は昭和60年に制定され、昭和61年から施行されています。当初はいわゆるポジテ

ィブリスト方式で、制度が始まったときには13業務についてだけ労働者派遣制度を使うこと

ができました。施行後すぐに３業務が追加されて16業務となりました。 

 

シート２ 

労働者派遣法は昭和６０年に制定され、その後、経済・産業構造の変化や価値観の多様化に伴う企業や労働
者の多様な働き方に対するニーズに対応すべく、改正を実施。

○ 無許可事業主からの派遣受入等に対する派遣先への勧告・公表の制度化。

○ 適用対象業務を16業務から26業務に拡大。（政令）

平成
８年

○ 適用対象業務を原則的に自由化（禁止業務：建設、港湾運送、警備、医療、物の製造）

※ 新たに対象となった26業務以外の業務については派遣受入期間を1年に制限。

（→ 労働者派遣制度を臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策として位置付け。）
○ 派遣労働者の直接雇用の努力義務の創設

平成
11年

○ 物の製造業務への労働者派遣の解禁

○ 26業務以外の業務について、派遣受入期間を１年から最大３年まで延長。

（→ 労働者派遣制度の臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策としての位置付けは引き続き維持。 ）
○ 派遣労働者への契約の申込義務の創設

平成
15年

○ 労働者派遣法の制定・改正経緯について

○ 日雇派遣の原則禁止 ○ グループ企業内派遣を８割以下に制限

○ 離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

○ マージン率等の情報提供の義務化、無期雇用への転換推進措置の努力義務化など、派遣労働者の保護や待遇

改善を強化

○ 労働契約申込みみなし制度の創設（施行は平成27年10月）

平成
24年

○ 常用代替のおそれの少ない、専門的知識等を必要とする業務等の13業務を当初適用対象業務に。（施行後直ちに

３業務追加し、16業務に。）

※ 制定以前は、職業安定法により労働者派遣事業は労働者供給事業として禁止

昭和
60年

労働者派遣法の制定

2

 

 

 それでしばらく制度運用されていましたが、平成８年に対象業務が16業務から26業務に拡

大され、ポジティブリスト方式のなかで派遣を活用できる業務が広がりました。 

 平成11年に労働者派遣法の抜本的な改正がありました。この改正によって、建設業務や港

湾業務などの禁止業務を除いて、労働者派遣は原則、どんな業務でも使えるようになりまし

た。ただし、11年改正で新たに派遣ができるようになった26業務以外の業務、これはいわゆ

－4－
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る自由化業務と言われていますが、この自由化業務については派遣期間を１年に制限すると

いう仕組みになっています。 

 それから、平成15年にも改正があり、ここでは製造業の派遣が解禁されました。シートの

なかには書いていないのですが、段階的な解禁ということで、最初は１年間、平成19年３月

に最長３年まで派遣ができるようになりました。また、15年の２つ目の丸にあるとおり、26

業務以外の業務について派遣期間が従来１年だったものが最長３年まで延長されたのがこの

ときの改正になります。 

 このように、法律ができてからは、規制緩和の方向で制度改正が行われてきたという経緯

がありますが、今回（平成24年）の派遣法改正（平成24年10月施行）は、派遣労働者の保護

や雇用の安定などに着目した制度改正をしようというのが目的です。ポイントとして、日雇

派遣の禁止とかグループ企業の派遣制限など、いろいろとありますが、内容については後ほ

どご説明申し上げます。 

 

３．労働者派遣事業の売上高 

 シート３は、労働者派遣事業に関する年間売上高の推移になります。年間売上高は、平成

20年度が最も大きく、約7.8兆円の規模です。直近（平成22年度）は、約5.3兆円です。 

 棒グラフと折れ線グラフがありますが、折れ線グラフが各事業の売上高を示しており、例

えば平成22年度ですと、約3.8兆円が一般労働者派遣事業（黒い四角）になります。同事業

は、登録型派遣などを行っている会社が該当します。下の三角マークの1.6兆円程度が、特定

労働者派遣事業という派遣形態になります。雇用する労働者が常時雇用の労働者のみという

のが特定労働者派遣です。 

 

シート３ 

○ 労働者派遣事業に関する年間売上高の推移

資料出所：労働者派遣事業報告
3

平成２２年度
年間売上高・・・・・総額5兆3,468億円（対前年度比：15.2％減）
(1) 一般労働者派遣事業 3兆7,934億円（対前年度比：19.8％減）
(2) 特定労働者派遣事業 1兆5,534億円（対前年度比： 1.2％減）
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23,614
28,615

77,892

63,055

53,468

12,847

19,136

23,280

60,151

47,328

37,934

3,870

4,478 5,335

17,741
15,727 15,534

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

（億円）

総額

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業
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４．派遣元事業所数の推移 

 シート４は派遣元事業所数の推移です。最近はほぼ横ばいですが、派遣元の事業所数は、

この２、３年は８万3,000事業所数ぐらいで推移しています（棒グラフを参照）。ただ、内訳

をみると、四角マークの折れ線グラフは伸びていますが、三角マークの折れ線グラフのほう

は、ここ２、３年は若干低下傾向にあるという状況が見てとれるかと思います。三角マーク

が一般労働者派遣事業で、四角マークが特定労働者派遣事業です。 

シート４ 

6,681 

12,803 
15,533 

12,653 

22,148 

30,033 

38,827 

51,540 

70,066 

83,677
82,476

82,658 

19,775

62,903

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

合計

一般労働者派遣事業所

特定労働者派遣事業所

（所）

○ 派遣元事業所数の推移

※ 平成10年度までは新規許可・届出受理事業所の累計（延べ数）

平成11年度からは廃止及び不更新事業所を除いた実数

資料出所：厚生労働省職業安定局需給調整事業課調べ
4
 

 

５．派遣先事業所数の推移 

 シート５は派遣先の事業所数の推移です。こちらはこの２年間で大幅に減少しており、ピ

ークは平成20年度になります。平成20年度の派遣先の事業所数は約127万6,000事業所ありま

したが、直近（平成22年度）は約71万事業所です。 

 

シート５ 
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1,192,252 1,177,188 

77,571 98,842 
106,309 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

61年度 63年度 ２年度 ４年度 ６年度 ８年度 １０年度 １２年度 １４年度 １６年度 １８年度 ２０年度 22年度

（所）

合計

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業

○ 派遣先事業所数の推移

資料出所：労働者派遣事業報告
5  
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６．派遣労働者数の推移 

 派遣労働者数の推移（シート６）についても、近年でピークだったのが平成20年度になり

ます。ピーク時200万人強だったものが、平成23年度は137万人です。 

  

シート６ 

167 
184 

202 

157
145 

137 

0

50

100

150

200

250

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

(万人)

○ 派遣労働者数の推移

※各年６月１日時点の人数 資料出所：労働者派遣事業報告
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７．派遣受入期間の制限について 

シート７は派遣受入期間の制限についてです。派遣期間は、シートの上の四角囲いにあり

ますように、製造業や軽作業、一般事務などは原則として１年間です。ただし、派遣先の過

半数労働組合等の意見を聞いた上で、最長３年まで延長できるという制度になっています。

ただし、いわゆる26業務と言われている専門性が高い業務などについては、派遣の期間の制

限がないというのが現状です。 

シート７ 

○ 派遣受入期間の制限について

業務 派遣受入期間の制限

物の製造、軽作業、一般事務など
原則１年間

（過半数労働組合等の意見を聴いた上で、
３年間まで延長できる。）

いわゆる「２６業務」など（※） なし

※その他派遣受入期間の制限がないもの

○ ３年以内の有期プロジェクト業務
○ 日数限定業務（１か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ１０日以下）
○ 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
○ 介護休業等を取得する労働者の業務

○ソフトウェア開発
○機械設計
○事務用機器操作
○通訳、翻訳、速記
○秘書
○ファイリング
○調査

○財務処理
○取引文書作成
○デモンストレーション
○添乗
○受付・案内
○研究開発
○事業の実施体制の企画、立案

○建築物清掃
○建築設備運転、点検、整備
○駐車場管理等
○インテリアコーディネーター
○アナウンサー
○テレマーケティング
○放送番組等の大道具・小道具
○水道施設等の設備運転等

○書籍等の制作・編集
○広告デザイン
○ＯＡインストラクション
○セールスエンジニアの営業、金
融商品の営業

○放送機器等操作
○放送番組等演出

【参考】いわゆる「２６業務」

7

業務によって、派遣先が同一の業務に派遣を受け入れる期間に制限を設けている。
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８．業務別派遣労働者数の内訳 

 シート８は、先ほど申し上げました、派遣労働者137万人のうち、実際どういう形での雇

用形態が多いのかをみたものです。縦軸は、いわゆる26業務とか、製造業務、そういう切り

口です。137万人のうち、いわゆる26業務に従事している方が64万人、製造業が26万人、そ

れ以外に47万人ということで、約半数弱が26業務に従事しているというのが業務別に見た切

り口での労働者数です。 

 横軸は、常時雇用される労働者、それから、常時雇用される労働者以外の労働者という切

り口で、雇用期間に着目した切り方になっています。137万人のうち、常時雇用される労働

者が86万人で、それ以外が51万人となっています。ここでいう常時雇用というのは、１年以

上の雇用見込みがある人ですので、この人たちがすべて無期雇用かというと、必ずしもそう

ではありません。 

 

シート８ 

○ 業務別派遣労働者数の内訳

４５万人 １９万人

１６万人 １０万人

２５万人 ２２万人

常時雇用される労働者（８６万人）常時雇用される労働者以外の労働者（５１万人）

いわゆる「２６業務」
※通訳、秘書、機械設計

の業務等

（６４万人）

上記以外の業務
※一般事務、営業、販

売、倉庫・運搬関連、
イベント・キャンペーン
関連の業務等

（４７万人）

製造業務
（２６万人）

（出典）平成２３年６月１日現在の派遣事業報告（確報）における、平成２３年６月１日時点の労働者数

平成２３年６月１日報告【確報】Ｈ２３．６.１現在 総数１３７万人

8  

 

９．労働者派遣制度の概要 

（１）改正の柱 

 シート９～シート14は、労働者派遣制度の概要ということで、今回の法律改正で追加され

た事項あるいは修正された事項を含めて、６つのシートにわたっています。説明は省略しま

すが、ご不明な点があれば随時振り返りながらお話を聞いていただければと思います。 
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シート９ 

１ 派遣禁止業務

○ 労働者派遣制度の概要（適正な事業運営に関して①）

①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務については、労働者派遣事業を行うことができない。また、④病院等にお

ける医療関連業務については、紹介予定派遣の場合、産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務

の場合等（医業については、これらのほか、就業場所がへき地である場合等）に限って行うことが可能。

３ 日雇派遣の原則禁止 ★

①・②のいずれかに該当する場合を除き、日雇労働者（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者）についての

労働者派遣を行うことは禁止。

○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成

○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ ＯＡインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

② 日雇派遣の例外の「場合」
→ 日雇労働者が以下のいずれかに該当
・ ６０歳以上の者
・ 雇用保険の適用を受けない学生（いわゆる「昼間学生」）
・ 副業として従事する者（生業収入が５００万円以上の者に限る。）
・ 主たる生計者以外の者（世帯収入が５００万円以上の者に限る。）

①日雇派遣の例外「業務」 （いわゆる17.5業務）

★：平成２４年の法改正により追加

２ 許可・届出制

特定労働者派遣事業（派遣労働者が常用雇用労働者のみである場合） ⇒ 届出制

一般労働者派遣事業（特定労働者派遣事業以外の派遣形態） ⇒ 許可制
※） 一般労働者派遣事業の許可制は、事業主単位（新たな事業所の設置は届出で可）。許可の有効期間は、新規３年、更新５年。

9  

シート10 

○ 労働者派遣制度の概要（適正な事業運営に関して②）

６ 関係派遣先への派遣制限 ★

※） 関係派遣先とは、派遣元事業主の親会社・派遣元事業主の親会社の子会社をいう。（連結決算導入の場合には連結決算の範囲で判
断、それ以外の場合には外形基準（持株基準等）で判断）

一事業年度における関係派遣先（※）への派遣割合を８割以下に制限。

５ 派遣受入期間の制限

(1) 派遣先が同一の業務（(2)①～⑤の業務を除く。）に派遣を受け入れることができる期間は、原則1年（最長３年（※））
に制限。

(2) 派遣受入期間の制限がない業務

① ソフトウェア開発等の政令で定める業務（いわゆる「26業務」） ② ３年以内のいわゆる「有期プロジェクト」業務

③ いわゆる「日数限定業務」（１か月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ１０日以下の業務）

④ 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 ⑤ 介護休業等を取得する労働者の業務

※） １年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期
間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見聴取を行った上で、派遣受入期間を定めることが必要。

派遣割合 ＝
（全派遣労働者のグループ企業での総労働時間－ 定年退職者のグループ企業での総労働時間）

全派遣労働者の総労働時間

10

４ 離職後１年以内の労働者派遣の禁止 ★

ある事業者を離職した労働者を離職後１年以内に当該事業者へ派遣労働者として派遣すること、当該事業者が派遣労
働者として受け入れることを禁止。

※） 60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外。

 

シート11 

○ 労働者派遣制度の概要（適正な事業運営に関して③）

７ 労働契約の申込み義務

(1) 以下の場合、派遣先は派遣労働者に対する労働契約の申込みが義務付けられる。

ア） 派遣受入期間の制限のある業務（5(2)①～⑤以外の業務）について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、
派遣労働者を使用しようとする場合

イ） 派遣受入期間の制限のない業務（5(2)①～⑤の業務）について、同一の業務に同一の派遣労働者を３年を超え
て受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合（無期雇用の派遣労働者は申込み
義務の適用対象外★）

※） なお、派遣受入期間の制限のある業務については、(1)ア)のほか、１年以上同一の業務に同一の派遣労働者を受け入れており、派
遣の受入れ終了後、当該業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合に係る雇用の努力義務がある。

(2) 労働契約の申込み義務に違反する派遣先には指導・助言・勧告・公表。

９ 労働契約申込みみなし制度（平成27年10月１日より施行） ★

違法派遣が行われた時点で、派遣先がその派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす。

【労働契約申込みみなし制度の対象となる「違法派遣」】
・ 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合 ※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等
・ 無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・ 派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
・ いわゆる偽装請負の場合（請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合）

８ 派遣先の都合による派遣契約の中途解除時の措置 ★

派遣先は、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保や休業手
当等の支払いに要する費用の負担等の措置を講じなければならない。

※） 併せて、派遣契約に、派遣契約の解除時に講ずる派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用
の負担等に関する事項を盛り込む必要がある。

11  
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シート12 

○ 労働者派遣制度の概要（派遣労働者の保護に関して①）

１０ マージン率等の情報提供 ★

派遣元事業主に対し、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先の数、労働者派遣に関する料金額と派遣労働者の賃金
額の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージン率）、教育訓練に関する事項等の情報提供を義務付け。

１１ 待遇に関する事項等の説明 ★

派遣元事業主に対し、派遣労働者として雇用しようとする労働者への「派遣労働者として雇用した場合の賃金額の見
込み」等についての説明を義務付け。

マージン率 ＝
（労働者派遣に関する料金額の平均額 － 派遣労働者の賃金額の平均額）

労働者派遣に関する料金額の平均額

【情報提供すべき事項】
① 派遣労働者の数 ② 派遣先の数 ③ マージン率 ④ 教育訓練に関する事項
⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額 ⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額 ⑦ その他参考となる事項

【説明すべき事項】
① 派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込みその他の待遇に関する事項
② 事業運営に関する事項 ③ 労働者派遣制度の概要

12

１２ 労働者派遣に関する料金額の明示 ★

派遣元事業主に対し、派遣労働者への「労働者派遣に関する料金額」の明示を義務付け。（雇入時・派遣開始時・派

遣料金額の変更時に明示が必要）

 

シート13 

○ 労働者派遣制度の概要（派遣労働者の保護に関して②・その他）

１３ 均衡を考慮した待遇の確保 ★

・ 派遣元事業主に対し、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者等との均衡を考慮した賃金決定や、教
育訓練・福利厚生の実施等への配慮を義務付け。
・ 派遣先事業主に対し、派遣元事業主の求めに応じた派遣元事業主への協力を努力義務化。

１４ 有期雇用派遣労働者等の無期雇用への転換推進措置 ★

派遣元事業主との雇用期間が通算して１年以上である有期雇用の派遣労働者について、労働者本人の希望に応じ、
無期雇用への転換推進措置（※）を講ずるよう、派遣元事業主に対して努力義務化。

※ ①無期雇用の派遣労働者又は無期雇用の通常の労働者として雇用する機会の提供、②紹介予定派遣の対象とすることで直接雇
用を推進、③無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練等の実施

13

１５ 紹介予定派遣

労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行うことを予定しているもの。

※ 一定の労働者派遣の期間を経て、直接雇用に移行することを念頭に行われる。

※ 紹介予定派遣の場合、面接、履歴書の送付要請等の派遣労働者を特定することを目的とする行為を行うことができる。

※ 同一の派遣労働者の紹介予定派遣は６か月を超えてはならない。

※ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合は、その理由を派遣元
事業主に明示。（派遣元事業主は、派遣労働者に明示。）

 

シート14 

○ 労働者派遣制度の概要（派遣労働者の保護に関して③・その他）

１７ 相談・援助、指導監督等

(1) 相談・援助等

違法事案に対する派遣労働者等の申告（当該申告を理由とする不利益取扱いの禁止）、公共職業安定所による派
遣労働者等に対する相談・援助、労働者派遣事業適正運営協力員による専門的な助言

(2) 指導監督等

違法事案等に対する都道府県労働局による指導・助言、改善命令等

１６ その他派遣元事業主・派遣先の講ずべき措置

上記に加え、派遣元事業主に対し、個人情報の保護、適正な派遣就業の確保、派遣元責任者（製造業務に派遣する場合
は専門の責任者）の選任、派遣元管理台帳の作成、記載等を義務付け。

上記に加え、派遣先に対し、適正な派遣就業の確保、派遣先責任者（製造業務に派遣を受け入れる場合は専門の責任者）
の選任、派遣先管理台帳の作成、記載等を義務付け。

(1) 派遣元事業主の講ずべき措置

(2) 派遣先の講ずべき措置

(3) 労働基準法等の適用に関する特例等

労働基準法、労働安全衛生法等の適用については、原則として派遣中の労働者を雇用している派遣元の使用者が責任
を負う立場にあるが、派遣中の労働者の保護に欠けることのないようにする観点から、一定の規定についてその責任を派
遣元及び派遣先の事業主に分配。

14  
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 シート15、16をご覧ください。今回のメインテーマである改正労働者派遣法の概要です。

改正の柱は大きく３点あります。１つ目が事業規制の強化。日雇派遣の禁止やグループ企業

内派遣の８割規制などが書かれています。派遣労働者の無期雇用化、それから、待遇の改善

を図っていこうというのが２つ目の柱です。そして、３つ目の柱が、違法派遣に対する対応

ということで、この３つが大きな柱となっております。 

 

シート15 

施行期日：平成24年10月１日（労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から３年経過後（平成27年10月１日））

・ 日雇派遣（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止（適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれ
がないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外）

・ グループ企業内派遣の８割規制、離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

事業規制の強化

・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージン率）などの情報公開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払い
に要する費用負担等の措置を義務化

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に
対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

違法派遣に対する迅速・的確な対処

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。

労働者派遣法改正法（平成24年法律第27号）

【国会での主な修正点】
○ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。

○ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「２ヶ月以内」から「３０日以内」に修正、原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合
等」を追加。

○ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から３年経過後」に延期。 15
 

シート16 

〔１〕 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年を目途として、
東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理
し、労働政策審議会での議論を開始すること。

〔２〕 いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣
元・派遣先事業主に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制
限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においての
み実施するよう徹底すること。また、労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業主及び労働者に対し、期間制限違反
に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。

〔３〕 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施する
よう徹底すること。また、労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化するこ
と。併せて、事業主及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基
準を更に明確化すること。

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成24年3月27日 参議院厚生労働委員会

〔６〕 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運
営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。

〔７〕 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が
派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。

〔５〕 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・
社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。

〔４〕 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底する
よう努めること。

〔８〕 本法施行に当たっては、あらかじめ、派遣労働者、派遣元・派遣先事業主等に対し、日雇派遣の原則禁止、派遣労働者の無
期雇用への転換推進、均等待遇の確保、「マージン率」の情報公開など今回の改正内容について、十分な広報・情報提供を行い、
周知徹底するよう万全を期すること。 16  
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 具体的な内容については、お手元にパンフレットをお配りしていますので、それを使いな

がらご説明申し上げます（資料１）。このパンフレットは、労働者派遣法が改正されたとい

うことで、平成24年10月1日から施行されている内容について、私どもで作成したものです。

派遣会社・派遣先向けと、労働者向けの２種類をつくっておりますが、今日は派遣会社・派

遣先向けの資料をお持ちしました。 
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給
調

整
事

業
課

兵
庫

県
神

戸
市

中
央

区
東

川
崎

町
１

－
１

－
３

　
神

戸
ク

リ
ス

タ
ル

タ
ワ

ー
１

４
Ｆ

０
７

８
－

３
６

７
－

０
８

３
１

奈
　

 良
需

給
調

整
事

業
室

奈
良

県
奈

良
市

法
蓮

町
３

８
７

　
奈

良
第

３
地

方
合

同
庁

舎
０

７
４

２
－

３
２

－
０

２
０

８

和
歌

山
職

業
安

定
課

和
歌

山
県

和
歌

山
市

黒
田

２
－

３
－

３
　

和
歌

山
労

働
総

合
庁

舎
０

７
３

－
４

８
８

－
１

１
６

０

鳥
 　

取
職

業
安

定
課

鳥
取

県
鳥

取
市

富
安

２
－

８
９

－
９

０
８

５
７

－
２

９
－

１
７

０
７

島
　

 根
職

業
安

定
課

島
根

県
松

江
市

向
島

町
１

３
４

－
１

０
　

松
江

地
方

合
同

庁
舎

５
Ｆ

０
８

５
２

－
２

０
－

７
０

１
７

岡
　

 山
需

給
調

整
事

業
室

岡
山

県
岡

山
市

北
区

下
石

井
１

－
４

－
１

　
岡

山
第

二
合

同
庁

舎
０

８
６

－
８

０
１

－
５

１
１

０

広
　

 島
需

給
調

整
事

業
課

広
島

県
広

島
市

中
区

八
丁

堀
５

－
７

 住
友

生
命

広
島

八
丁

堀
ビ

ル
４

Ｆ
０

８
２

－
５

１
１

－
１

０
６

６

山
　

 口
需

給
調

整
事

業
室

山
口

県
山

口
市

中
河

原
町

６
－

１
６

　
山

口
地

方
合

同
庁

舎
２

号
館

０
８

３
－

９
９

５
－

０
３

８
５

徳
　

 島
需

給
調

整
事

業
室

徳
島

県
徳

島
市

徳
島

町
城

内
６

－
６

　
徳

島
地

方
合

同
庁

舎
４

Ｆ
０

８
８

－
６

１
１

－
５

３
８

６

香
　

 川
需

給
調

整
事

業
室

香
川

県
高

松
市

サ
ン

ポ
ー

ト
３

－
３

３
　

高
松

サ
ン

ポ
ー

ト
合

同
庁

舎
３

Ｆ
０

８
７

－
８

０
６

－
０

０
１

０

愛
　

 媛
需

給
調

整
事

業
室

愛
媛

県
松

山
市

若
草

町
４

－
３

　
松

山
若

草
合

同
庁

舎
５

Ｆ
０

８
９

－
９

４
３

－
５

８
３

３

高
　

 知
職

業
安

定
課

高
知

県
高

知
市

南
金

田
１

－
３

９
０

８
８

－
８

８
５

－
６

０
５

１

福
　

 岡
需

給
調

整
事

業
課

福
岡

県
福

岡
市

卙
多

区
卙

多
駅

東
２

－
１

１
－

１
　

福
岡

合
同

庁
舎

本
館

１
Ｆ

０
９

２
－

４
３

４
－

９
７

１
１

佐
　

 賀
需

給
調

整
事

業
室

佐
賀

県
佐

賀
市

駅
前

中
央

３
－

３
－

２
０

　
佐

賀
第

２
合

同
庁

舎
６

Ｆ
０

９
５

２
－

３
２

－
７

２
１

９

長
　

 崎
需

給
調

整
事

業
室

長
崎

県
長

崎
市

万
才

町
７

－
１

　
住

友
生

命
長

崎
ビ

ル
０

９
５

－
８

０
１

－
０

０
４

５

熊
　

 本
需

給
調

整
事

業
室

熊
本

県
熊

本
市

西
区

春
日

２
-１

０
-１

　
熊

本
地

方
合

同
庁

舎
９

階
０

９
６

－
２

１
１

－
１

７
３

１

大
　

 分
需

給
調

整
事

業
室

大
分

県
大

分
市

東
春

日
町

１
７

－
２

０
　

大
分

第
２

ソ
フ

ィ
ア

プ
ラ

ザ
ビ

ル
３

Ｆ
０

９
７

－
５

３
５

－
２

０
９

５

宮
　

 崎
職

業
安

定
課

宮
崎

県
宮

崎
市

橘
通

東
３

－
１

－
２

２
　

宮
崎

合
同

庁
舎

５
Ｆ

０
９

８
５

－
３

８
－

８
８

２
３

鹿
児

島
需

給
調

整
事

業
室

鹿
児

島
県

鹿
児

島
市

西
千

石
町

１
－

１
　

鹿
児

島
西

千
石

第
一

生
命

ビ
ル

１
Ｆ

０
９

９
－

２
１

９
－

８
７

１
１

沖
　

 縄
職

業
安

定
課

沖
縄

県
那

覇
市

お
も

ろ
ま

ち
２

－
１

－
１

　
那

覇
第

二
地

方
合

同
庁

舎
３

Ｆ
０

９
８

－
８

６
８

－
１

６
５

５
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 -17-

 パンフレットの裏（資料２）には、労働者派遣法の改正により新たに派遣会社・派遣先に

課される事項ということで、11項目書いております。各項目を見ながら、説明します。資料

のちょうど真ん中に、表がありますが、今回の改正によって派遣会社にどういう義務が課さ

れたのか、あるいは派遣先にどういう義務が課されたのかというのを整理しています。 

 

－14－
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6
 
待
遇
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
説
明

 

派
遣

会
社

は
、

労
働

契
約

締
結

前
に

、
派

遣
労

働
者

と
し

て
雇

用
し

よ
う

と
す

る
労

働
者

に
対

し

て
、

 

 
 

①
 

雇
用

さ
れ

た
場

合
の

賃
金

の
見

込
み

額
や

待
遇

に
関

す
る

こ
と

 

 
 

②
 

派
遣

会
社

の
事

業
運

営
に

関
す

る
こ

と
 

 
 

③
 

労
働

者
派

遣
制

度
の

概
要

 

 
の

説
明

を
す

る
こ

と
が

義
務

化
さ

れ
ま

す
。

 

7
 
派
遣
先
の
都
合
で
派
遣
契
約
を
解
除
す
る

 
と
き
に
講
ず
べ
き
措
置

 

労
働

者
派

遣
契

約
の

中
途

解
除

に
よ

っ
て

、
派

遣
労

働
者

の
雇

用
が

失
わ

れ
る

こ
と

を
防

ぐ
た

め
、

派
遣

先
の

都
合

に
よ

り
派

遣
契

約
を

解
除

す
る

場
合

に
は

、
 

 
・

派
遣

労
働

者
の

新
た

な
就

業
機

会
の

確
保

 

 
・

休
業

手
当

な
ど

の
支

払
い

に
要

す
る

費
用

の
負

担
 

な
ど

 

の
措

置
を

と
る

こ
と

が
、

派
遣

先
の

義
務

と
な

り
ま

す
。

 

（
派

遣
契

約
時

に
こ

れ
ら

の
措

置
に

つ
い

て
明

記
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
）

 

8
 
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
の
無
期
雇
用
へ
の

転
換
推
進
措
置

 

派
遣

労
働

者
が

無
期

雇
用

に
な

る
た

め
の

機
会

が
少

な
い

こ
と

 

な
ど

か
ら

、
派

遣
会

社
は

、
有

期
雇

用
の

派
遣

労
働

者
（

雇
用

期
間

が
通

算
１

年
以

上
）

の
 

希
望

に
応

じ
、

以
下

の
い

ず
れ

か
の

措
置

を
と

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
 

 
①

 
無

期
雇

用
の

労
働

者
と

し
て

雇
用

す
る

機
会

の
提

供
  

 
②

 
紹

介
予

定
派

遣
の

対
象

と
す

る
こ

と
で

、
派

遣
先

で
の

直
接

雇
用

を
推

進
  

 
③

 
無

期
雇

用
の

労
働

者
へ

の
転

換
を

推
進

す
る

た
め

の
教

育
訓

練
な

ど
の

実
施

  

9
 
派
遣
労
働
者
が
無
期
雇
用
労
働
者
か
否
か

を
派
遣
先
へ
の
通
知
事
項
に
追
加

 

均
衡
待
遇
の
確
保

 

【
派

遣
会

社
の

義
務

】
 

 派
遣

会
社

は
、

派
遣

労
働

者
の

賃
金

を
決

定
す

る
際

、
 

 
①

 
派

遣
先

で
同

種
の

業
務

に
従

事
す

る
労

働
者

の
賃

金
水

準
 

 
②

 
派

遣
労

働
者

の
職

務
の

内
容

、
職

務
の

成
果

、
意

欲
、

能
力

、
経

験
な

ど
 

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

教
育

訓
練

や
福

利
厚

生
な

ど
に

つ
い

て
も

均
衡

に
向

け
た

配
慮

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

 
 【

派
遣

先
の

義
務

】
 

 派
遣

会
社

に
対

し
、

必
要

な
情

報
を

提
供

す
る

な
ど

の
協

力
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
 

1
1

 
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度

 
（
平
成

2
7
年

1
0
月
１
日
施
行
）
 

労
働

契
約

申
込

み
み

な
し

制
度

と
は

、
派

遣
先

が
違

法
派

遣
と

知
り

な
が

ら
派

遣
労

働
者

を
受

け
入

れ
て

い
る

場
合

、
違

法
状

態
が

発
生

し
た

時
点

に
お

い
て

、
派

遣
先

が
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

労
働

契
約

の
申

し
込

み
（

直
接

雇
用

の
申

し
込

み
）

を
し

た
も

の
と

み
な

す
制

度
で

す
。

平
成

2
7

年
1

0
月

１
日

か
ら

の
施

行
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

労
働
者
派
遣
法
の
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
派
遣
会
社
・派
遣
先
に
課
さ
れ
る
事
項

 

派
遣
会
社

 
派
遣
先

 


日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止

 
1

 


グ
ル
ー
プ
企
業
派
遣
の
８
割
規
制

 

実
績
報
告
の
義
務
化

 
2

 


離
職
後
１
年
以
内
の
人
を
元
の
勤
務
先
に

 
 
派
遣
す
る
こ
と
の
禁
止

 
3

 


離
職
後
１
年
以
内
の
元
従
業
員
を
派
遣
労

 
 
働
者
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
禁
止
、
該

 
 
当
す
る
場
合
に
は
派
遣
会
社
へ
通
知

 


マ
ー
ジ
ン
率
な
ど
の
情
報
提
供

 
4

 


派
遣
料
金
の
明
示

 
5

 


待
遇
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
説
明

 
6

 

7
 

派
遣
先
の
都
合
で
派
遣
契
約
を
解
除
す

 
 
る
と
き
に
講
ず
べ
き
措
置

 


有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
の
無
期
雇
用
へ

 
 
の
転
換
推
進
措
置

 
8

 


派
遣
労
働
者
が
無
期
雇
用
労
働
者
か
否

 
 
か
を
派
遣
先
へ
の
通
知
事
項
に
追
加

 
9

 


均
衡
待
遇
の
確
保

 
1

0
 

均
衡
待
遇
の
確
保
に
向
け
た
派
遣
元
事

 
 

 
業
主
へ
の
協
力

 

1
1

 

労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度

 
 
 
【
平
成

2
7
年

1
0
月
１
日
施
行
】
 

1
 
日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止

 
日

雇
派

遣
に

つ
い

て
は

、
派

遣
会

社
・

派
遣

先
の

そ
れ

ぞ
れ

で
雇

用
管

理
責

任
が

果
た

さ
れ

て

お
ら

ず
、

労
働

災
害

の
発

生
の

原
因

に
も

な
っ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

雇
用

期
間

が
3

0
日

以
内

の
日

雇
派

遣
は

原
則

禁
止

に
な

り
ま

し
た

。
 

た
だ

し
、

①
ま

た
は

②
の

場
合

は
例

外
と

し
て

認
め

ら
れ

ま
す

。
 

  
①

 
禁

止
の

例
外

と
し

て
政

令
で

定
め

る
業

務
に

つ
い

て
派

遣
す

る
場

合
 

        ②
 

以
下

に
該

当
す

る
人

を
派

遣
す

る
場

合
 

  
 

(ア
) 

6
0

歳
以

上
の

人
 

 
 

(イ
) 

雇
用

保
険

の
適

用
を

受
け

な
い

学
生

 

 
 

(ウ
) 

副
業

と
し

て
日

雇
派

遣
に

従
事

す
る

人
 

 
 

(エ
) 

主
た

る
生

計
者

で
な

い
人

 
  

(ウ
)は

生
業

収
入

が
5

0
0

万
円

以
上

、
(エ

)は
世

帯
収

入
が

5
0

0
万

円
以

上
の

場
合

に
限

り
ま

す
。

 

2
 
グ
ル
ー
プ
企
業
派
遣
の
８
割
規
制

 

派
遣

会
社

と
同

一
グ

ル
ー

プ
内

の
事

業
主

が
派

遣
先

の
大

半
を

占
め

る
よ

う
な

場
合

は
、

派
遣

会
社

が
本

来
果

た
す

べ
き

労
働

力
需

給
調

整
機

能
と

し
て

の
役

割
が

果
た

さ
れ

な
い

こ
と

か
ら

、

派
遣

会
社

が
そ

の
グ

ル
ー

プ
企

業
に

派
遣

す
る

割
合

は
全

体
の

８
割

以
下

に
制

限
さ

れ
ま

す
。

 

            

離
職
後
１
年
以
内
の
人
を
元
の
勤
務
先
に

 
派
遣
す
る
こ
と
の
禁
止

 
本

来
直

接
雇

用
と

す
べ

き
労

働
者

を
派

遣
労

働
者

に
置

き
換

え
る

こ
と

で
、

労
働

条
件

が
切

り

下
げ

ら
れ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
派

遣
会

社
が

離
職

後
１

年
以

内
の

人
と

労
働

契
約

を
結

び
、

元
の

勤
務

先
に

派
遣

す
る

こ
と

は
で

き
な

く
な

り
ま

し
た

（
元

の
勤

務
先

が
該

当
者

を
受

け
入

れ
る

こ
と

も
禁

止
さ

れ
ま

す
）

。
 

       【
派

遣
会

社
】

離
職

前
事

業
者

へ
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（２）日雇派遣の原則禁止 

 １項目が、日雇派遣の原則禁止です。ここで言う日雇派遣ですが、派遣会社と労働者との

雇用期間が30日以内の雇用形態をいいます。この日雇派遣については、派遣会社、それから、

派遣先でそれぞれ、雇用管理責任がなかなか果たされない状況があります。また、労働災害

の発生原因にもなっていたり、あるいは、労働者から不当に中間搾取をするなどといった問

題があったことから、原則禁止とされました。 

 ただ、原則禁止ではありますが、一部例外的に認められるものもあります。①は、「禁止の

例外として政令で定める業務について派遣をする場合」ということで、四角囲みのなかに、

ソフトウエア開発とか機械設計とか、列挙されています。派遣期間の制限を受けない26業務

のうち、専門性が高い業務で実際に日雇派遣が行われているような業務については、労働者

の交渉力も一定程度はあるということで、そういう業務については引き続き日雇派遣が可能

です。 

 禁止の例外の②は、派遣労働者の方の属性に着目した内容になっております。②の部分は、

国会での修正によって追加されました。まず、「（ア）60歳以上の人」。こういった方につい

ては、ご高齢で就職機会も多くはないだろうということで、日雇派遣の原則禁止の例外とな

ります。それから、「（イ）雇用保険の適用を受けない学生」ということで、日中、大学に行

っている学生さんなども、日雇派遣の原則禁止の例外となります。 

また、「（ウ）副業として日雇派遣に従事する人」。本業がある方についても、例外とされて

います。あとは、「（エ）主たる生計者でない人」ということで、例えば主婦の方なども例外

です。ただし、副業の方あるいは主たる生計者でない方については収入要件があり、500万

円以上の場合に限って日雇派遣が可能ということになっています。 

 

（３）グループ企業派遣の８割規制 

 ２番目の事項は、グループ企業派遣の８割規制です。これは、派遣会社があるグループに

属している場合に、その派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような

場合には、労働者派遣法はもともと労働市場全体での需給調整機能を果たしていこうという

制度でしたので、特定のグループだけで需給調整をするというのはもともとの派遣法の趣旨

に合致しないのではないかという議論もあり、特定のグループ内だけの労働者派遣の割合は

８割以下でなければならないとされました。 

 また、派遣会社のグループ企業というものはどういうふうに判断するのかというものが、

パンフレットにある図です。まず、派遣会社が連結子会社の場合、いわゆる連結決算を導入

しているような企業グループに属している場合には、派遣会社の親会社、それから、派遣会

社の親会社の子会社がグループ企業となります。この範囲は、連結決算の範囲で判断するこ

とになります。 

 一方で、派遣会社が連結子会社ではない場合、外形基準で判断していくということになり

ます。 
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（４）離職後１年以内の元の勤務先への派遣禁止 

 ３番目は、離職後１年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止です。例えばある労働

者をリストラなどにより解雇し、その方を派遣労働者として受け入れるということは、実質

的な労働条件の切り下げにもなりますので、離職後１年以内の労働者を派遣労働者として派

遣することを禁止したものです。例えばＡ社を離職して、Ｂ派遣会社で派遣社員として雇用

されて、そこからＡ社に派遣労働者としてもう１回戻ってくるというのは、Ａ社を辞めてか

ら１年間はだめですよと、こういう規制になっています。 

 ただし、60歳以上の定年退職者については、禁止対象から除外されます。それから、パン

フレットの２つめの※で書いてありますが、禁止対象となる派遣先の範囲は、事業者単位で

す。例えば、工場を複数持っていらっしゃるような会社もあるかと思いますが、例えばＡ工

場を解雇という形でやめて、今度、Ｂ工場で人が足りなくなったから、その方を派遣労働者

としてＢ工場で受け入れることについてもだめですということになっております。 

 

（５）マージン率の情報提供と派遣料金の明示 

 ４番目、５番目と一緒に書いていますが、マージン率などの情報提供と、派遣料金の明示

です。まず、マージン率などの情報提供についてご説明します。パンフレットに図がありま

すが、「派遣料金」は派遣先が派遣会社に支払う料金であって、「賃金」と「マージン」の２

つに分解できます。派遣料金のうち、賃金に大体どれぐらい回っているのか、あるいはマー

ジンがどれぐらい残っていて、そのマージンというものはどういうふうに使われているのか

などを情報提供し、経営の透明性を高めることで、労働者がどこの派遣会社がいい会社なの

か、選択できるようにしようというものです。 

 マージンの部分には、確かに派遣会社の利益に相当している部分もあるわけですが、例え

ば法定福利費とか法定外福利費、また、教育訓練の費用とか、そういったものも含まれます

ので、マージンが仮に高いからといって、一概にその会社は不当に搾取している、不当にも

うけているということには直結しないと思っております。例えばマージンを高めにとってい

て、その中で派遣社員さんのためにいろいろと教育訓練や研修を熱心にやっている会社もあ

るでしょうし、法定外福利にいろいろと取り組んでおられる会社もあるかと思います。 

 公表事項はマージン率だけでなく教育訓練に関する取組状況などもありますので、私ども

としては、マージン率だけで判断するのではなく、福利厚生の状況とか教育訓練の情報など、

定量的な数字だけではなく、定性的な部分も含めて総合的に判断をしてくださいとお願いし

ています。そのためにも、派遣会社には、できるだけ積極的な情報提供をお願いしたいと考

えています。 

 それから、派遣料金の明示です。労働者に対する賃金の明示は当然ですが、それ以外にも、

あなたの派遣料金はいくらですという形で個人個人に対して派遣料金を明示する義務が課せ

られました。ただ、明示する派遣料金の額については、派遣労働者個人の派遣料金あるいは
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派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額ということで、後者の場合には、必

ずしも本人の派遣料金の額と一致しないかもしれません。けれども、労働者の方々が判断す

る材料の一つとして、派遣料金はいくらですということを労働者にきちんと明示していただ

く必要があります。 

 

（６）待遇に関する事項などの説明 

 ６番目は、待遇に関する事項などの説明ということで、これも派遣会社に対する義務とし

て新しく設けられたものです。例えば登録型の派遣労働者であれば、労働契約前に派遣会社

主催の説明会に行くケースもあろうかと思います。そういった労働契約の締結前に、派遣会

社が派遣労働者に一定の事項についてきちんと説明してくださいという趣旨の規定です。 

 義務には３つあり、１つ目は、賃金の額の見込みや待遇に関する事項。実際には、現在で

も説明していると思いますが、あなたのお給料はいくらですとか、待遇に関する事項であれ

ば、例えば社会保険・労働保険が適用されるのかされないのかとか、また教育訓練や福利厚

生などについてご説明をいただきたいということです。当然、契約前ですから、実際に契約

したときの待遇と違っている場合もあろうかと思いますが、相場観といいますか、大体こん

な感じですよというものをご説明いただきたいというものです。 

 ２点目は、派遣会社の事業運営に関することです。うちの会社は社員が大体どれぐらいい

るとか、こういう事業展開をしているとか、一般的な会社説明会などで使用する事業運営に

関する事項を説明してもらいたいということです。 

 ３点目が、派遣制度の概要です。労働者の方にも、派遣制度についてきちんとご説明いた

だいて、例えば違法行為が行われていたら、それを労働者が認識できるようにするとか、そ

ういったことで適正な事業運営ができるようにするという趣旨で、こういう義務を新しく追

加しています。 

 

（７）派遣先都合の解除で講ずべき措置 

 ７項目は、派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置です。例えば派遣先で

急な経営悪化や受注の見込みがなくなるとか、そういう理由で派遣契約を解除せざるを得な

いケースがあるかもしれません。その場合、仮に派遣契約を解除しても、労働者を雇用して

いるのは派遣会社ですので、派遣先としては契約さえ解除すればそれで終わりということに

なってしまうわけですが、雇用主である派遣会社には、休業手当、解雇予告手当などを支払

う義務が課せられております。ですので、仮に派遣先の都合で派遣契約を解除する場合には、

派遣先の義務として、労働者の雇用をできるだけ守れるように、新しい就業機会をできるだ

け確保しましょう、あるいは、なかなか次の就業機会が見つからなくてやむを得ず休業させ

なければいけないといった場合には、当然、休業手当を支払うことになるわけですが、これ

についても、派遣先がきちんと責任を負わなければいけないんだということを法律上明確に

し、かつ、契約の中でも、派遣会社、派遣先、どちらがどれぐらい責任を負うのかというも
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のをきちんと書いてくださいということにしました。 

 

（８）有期派遣の無期雇用への転換措置 

 ８項目は、有期雇用の派遣労働者の無期雇用への転換推進措置です。派遣で働いている期

間が１年以上の派遣労働者については、本人が希望する場合には、できる限り無期雇用を選

択できるようにしてくださいということを、派遣元の努力義務として課すというものです。 

派遣労働者の中にも、ずっと有期でいいという方もいらっしゃるでしょうから、派遣労働

者全員に対する努力義務ということではありません。ご本人が希望する場合には、派遣会社

で無期雇用というケースもあるでしょうし、紹介予定派遣の対象とすることによって、派遣

先での直接雇用を推進したり、無期雇用の労働者になれるようにいろいろな教育訓練などを

実施するという方法もある。対象となる労働者に対して、こういった措置を講じなさいとい

う努力義務が派遣会社に課せられたということです。なお、パンフレットにある①～③を全

部やらなければいけないということではなく、いずれかで構いません。 

 それから、９項目については、派遣労働者が有期雇用なのか、あるいは無期雇用なのか、

こういった事項について派遣先にきちんと通知をしなさいという義務が新しく課せられてお

ります。 

 

（９）均衡待遇の確保 

 10項目は、均衡待遇の確保です。派遣会社は派遣労働者の賃金を決定する際に、派遣先で

派遣労働者と同種の業務に従事している労働者の賃金水準、それから、派遣労働者の職務

の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などを配慮して賃金を決定してくださいという均

衡待遇の責務が新しく課せられています。教育訓練や福利厚生についても同じような配慮

が求められます。また、派遣先についても、派遣元がこのような配慮を履行していく上で

必要な協力が求められます。 

 

（１０）労働契約申込みみなし制度 

 最後の11項目ですが、労働契約申込みみなし制度になります。残念ながら、労働者派遣が

行われている中には、違法な派遣となっているケースがあります。違法な派遣が行われてい

る場合に、行政としては当然指導をしますし、悪質な場合には業務停止や事業の取り消しな

どをしていくわけですが、それによって労働者の雇用、働く場が奪われるという面もあるわ

けです。こういう違法な派遣が行われており、かつ、派遣先が違法性を認識していた場合に

は、派遣先がその派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすというものです。 

 これは施行が平成27年10月1 日ですから、今から３年後になります。具体的な運用方法等

については、今後、十分に整理をした上で、できるだけ早目にお示しをしたいと思っており

ます。 

 具体的に、この労働契約申込みみなし制度が適用される違法派遣は４パターンあります。
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まず１つ目は、禁止対象業務への派遣です。派遣が禁止される業務というのは、先ほど簡単

に触れましたが、建設業務、港湾業務、警備業務です。その他、医療についても原則として

禁止されています。 

 ２つ目の違法派遣のケースは、無許可、それから、無届けの事業所から派遣を受け入れて

いる場合。例えば、一般派遣を行う派遣会社であれば、行政から必ず許可証を出しているの

ですが、許可を得ずに労働者派遣を行う会社が虚偽の許可証を偽造していたなどの場合は別

にして、派遣先もその会社が実は許可を取っていないということを認識していたにもかかわ

らず派遣を受け入れているような場合には、派遣先でその派遣労働者の方に対して労働契約

を申し込んだものとみなされるということになるわけです。 

 違法派遣の３つ目は、期間制限違反です。自由化業務では、原則として派遣期間は１年、

最長３年まで認められています。例えば、その最長３年を超えて派遣を受け入れている場合

については、派遣先がその労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすということに

なります。 

 ４つ目は偽装請負。ほんとうは労働者派遣に該当するのに、契約上は請負で業務を請け負

っているケースです。請負にもかかわらず、注文主が労働者に対して指示を出しているとか、

指揮命令をしているとか、そういった場合は偽装請負となり、労働契約の申込みみなし制度

が適用されます。 

 なお、労働契約申込みみなし制度は、あくまでも派遣先が労働者に対して労働契約を申し

込んだものとみなすという仕組みですので、労働者がその申し込みを受諾しなければその労

働契約は成立しません。いずれにせよ、細目については、きちんと整理をしてお示しをした

いと考えています。細かい説明は省略しましたけれども、これらが今回の派遣法の改正の概

要です。 

 それから、今回の法改正は、様々な経緯を経て成立し、施行されたばかりではありますが、

国会からも様々な宿題をいただいており、現在、労働者派遣制度が抱える課題などについて

検討を始めているところです。 

 

１０．在り方に関する研究会 

 シート17にお戻りください。そこには、今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会開

催要綱とあります。シートの一番上に目的・趣旨が書いてありますが、労働者派遣制度につ

いて、登録型派遣・製造業務派遣・特定労働者派遣のあり方や、いわゆる26業務に該当する

かどうかによって派遣期間の取り扱いが大きく変わる現行制度のあり方について、今後検

討・議論を開始すべきというご指摘を国会からいただいております。そのようなこともあり、

先月（10月）から学識経験者で構成する研究会を立ち上げて検討を開始しました。今まで４

回ほど開催しており、来年（2013年）の夏ぐらいを目途に一定のとりまとめを得たいと思っ

ています。 
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シート17 

今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 開催要綱

○労働者派遣制度については、平成24年３月に成立した改正労働者派遣法の国会審議において、登録型派

遣・製造業務派遣・特定労働者派遣事業の在り方や、いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派

遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度の在り方について、今後、検討・議論を開始すべき旨の附帯決議

が付されている。

○「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成24年４月３日閣議決定)に

おいても、労働者派遣法における期間制限等の在り方について、必要な見直しの検討を行うとされている。

○学識経験者からなる研究会を開催し、労働者派遣制度の今後の在り方について、法的・制度的な観点から

専門的な検討を行う。

○研究会は、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長が学識経験者の参集を求めて開催する。
○研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課において行う。
○研究会は、原則として公開とする。

【検討事項】

○登録型派遣・製造業務派遣・特定労働者派遣事業・派遣可能期間の在り方を中心としつつ、労働者派遣制
度を取り巻く諸課題について、幅広く検討を行う。

阿部 正浩 獨協大学経済学部教授 奥田 香子 近畿大学法科大学院教授
小野 晶子 （独）労働政策研究・研修機構研究員 ◎鎌田 耕一 東洋大学法学部教授
木村 琢磨 法政大学キャリアデザイン学部准教授 竹内（奥野） 寿 立教大学法学部准教授
山川 隆一 慶應義塾大学法科大学院教授 ※五十音順、敬称略。◎は座長。

目的・趣旨等

参集者

研究会の運営等

17  

 

 論点としては、先ほど申しました登録型派遣、製造業務派遣や特定労働者派遣などのほか、

26業務などがあります。26業務の細かい説明は省略しますが、シート18、シート19に、「26

業務とは」とか、「26業務の変遷」が書かれています。当然、時代が変われば業務の専門性

というのは変わってくるわけですし、これまでも、何回かにわたり、業務の追加等が行われ

てきたわけですが、色々なご意見があるのも事実です。 

 

シート18 

○ソフトウェア開発

○機械設計

○事務用機器操作

○通訳、翻訳、速記

○秘書

○ファイリング

○調査

○財務処理

○取引文書作成

○デモンストレーション

○添乗

○受付・案内

○研究開発

○事業の実施体制の

企画、立案

○書籍等の制作・編集

○広告デザイン

●駐車場管理等

●インテリアコーディネーター

●アナウンサー

●テレマーケティング

●放送番組等の大道具・小道

具

●水道施設等の設備運転等

○ いわゆる「２６業務」とは
「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」あるいは、
「その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必
要があると認められる業務」として政令で定める業務

○ もともと１９９９年（平成１１年）改正で派遣可能業務が原則自由化（ネガティブリスト化）される以前は、労
働者派遣を行うことができる業務が、これらの業務に限定されていた。

○ 派遣可能業務の原則自由化に伴い、新たに派遣可能となったこれらの業務以外の業務については、派
遣可能期間が１年（平成１５年改正で最長３年に延長）に、これらの業務については、派遣可能期間の制限
を受けないこととなった。

○ＯＡインストラクション

○セールスエンジニア

の営業、金融商品の

営業

●放送機器等操作

●放送番組等演出

●建築物清掃

●建築設備運転、点

検、整備

※ ○は日雇派遣の例外となる業務（いわゆる「１７．５業務」）

18  
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シート19 

○ いわゆる「２６業務」の変遷

ソフトウェア開発 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発
事務用機器操作 事務用機器操作 機械設計 機械設計
通訳、翻訳、速記 通訳、翻訳、速記 放送機器等操作 放送機器等操作
秘書 秘書 放送番組等演出 放送番組等演出
ファイリング ファイリング 事務用機器操作 事務用機器操作
調査 調査 通訳、翻訳、速記 通訳、翻訳、速記
財務処理 財務処理 秘書 秘書
取引文書作成 取引文書作成 ファイリング ファイリング
デモンストレーション デモンストレーション 調査 調査
添乗 添乗（※１） 財務処理 財務処理
受付・案内、 駐車場管理等 受付・案内、 駐車場管理等（※１） 取引文書作成 取引文書作成
建築物清掃 建築物清掃 デモンストレーション デモンストレーション
建築設備運転、点検、整備 建築設備運転、点検、整備 添乗（※２） 添乗

機械設計 受付・案内、 駐車場管理等 建築物清掃
放送機器等操作 建築物清掃 建築設備運転、点検、整備（※３）
放送番組等演出 建築設備運転、点検、整備 受付・案内、 駐車場管理等

研究開発 研究開発
事業の実施体制の企画・立案 事業の実施体制の企画・立案
書籍等の制作・編集 書籍等の制作・編集
広告デザイン 広告デザイン
インテリアコーディネータ インテリアコーディネータ
アナウンサー アナウンサー
OAインストラクション OAインストラクション
セールスエンジニアの営業 テレマーケティングの営業

放送番組等における大道具・小道具 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

テレマーケティングの営業 放送番組等における大道具・小道具

平成１４年改正
【２６業務】

法施行時
【１３業務】

昭和６１年改正
【１６業務】

平成８年改正
【２６業務】

※１ 平成2年の政令改正により、

① 「受付・案内、駐車場管理等の業務」に、「博覧会場における
受付・案内の業務」を､

② 「添乗の業務」に、「船舶鉄道等の旅客の用に供する施設内
において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務」を、

それぞれ追加。

また、ファイリングの業務の定義を改定。

（太字下線部が追加部分）

※２ 平成8年の政令改正により、「添乗の業務」に、「主催旅行以外
の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務
又は当該業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提
供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を
除く。)」を追加。

注） 網掛・・・特別の雇用管理を行う必要がある業務

※３ 平成24年の政令改正により、「建築設備運転、点検、整備」に、
「水道施設等の設備運転等」を追加。 19  

 

そのため、そもそも26業務というものをどのように考えていけばよいのかということにつ

いても大きな論点の一つとして、今後、この研究会の中でも検討をしていきたいと考えてい

ます。 

 参考までに、シート20の26業務に従事する派遣労働者の内訳をお示しします。先ほど、派

遣労働者は、137万人のうち約64万人が26業務に従事していると申し上げましたが、この64

万人のうち、「事務用機器操作」に従事している労働者が大体３分の１になります。それから、

次に多いのが「ソフトウエア開発」で、システム関係の業務の方が15％程度。一方で、例え

ば「アナウンサー」のように、従事している方が非常に少ない業務もあるというのが現状で

す。 

シート20 

○ ２６業務に従事する派遣労働者の内訳

20（出典）平成２３年６月１日現在の派遣事業報告（確報）における、平成２３年６月１日時点の労働者数

業務
政令第４条の

号番号
派遣労働者数（人） %

ソフトウェア開発 1号 97,286 15.1%
機械設計 2号 49,258 7.7%
放送機器等操作 3号 5,897 0.9%
放送番組等演出 4号 6,461 1.0%
事務用機器操作 5号 228,034 35.5%
通訳、翻訳、速記 6号 4,879 0.8%
秘書 7号 4,975 0.8%
ファイリング 8号 5,750 0.9%
調査 9号 2,327 0.4%
財務処理 10号 50,869 7.9%
取引文書作成 11号 13,088 2.0%
デモンストレーション 12号 2,339 0.4%
添乗 13号 4,012 0.6%
建築物清掃 14号 6,834 1.1%
建築設備運転、点検、整備 15号 9,775 1.5%
受付・案内、駐車場等管理 16号 16,397 2.6%
研究開発 17号 36,060 5.6%
事業の実施体制の企画、立案 18号 3,818 0.6%
書籍等の制作・編集 19号 5,407 0.8%
広告デザイン 20号 3,868 0.6%
インテリアコーディネータ 21号 1,476 0.2%
アナウンサー 22号 473 0.1%
ＯＡインストラクション 23号 7,288 1.1%
テレマーケティング 24号 67,237 10.5%
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 25号 7,991 1.2%
放送番組等の大道具・小道具 26号 907 0.1%
合計 642,706 100.0%
注） 政令第４条の号番号は、24年派遣法改正に伴う政令改正前のもの
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１１．諸外国の派遣制度の概要 

 シート21も、あくまでもご参考ですが、私どものほうで、外国の労働者派遣制度というの

がどうなっているのかを整理してまとめたものです。未定稿というのは、私どもが調べられ

る範囲で調べているという趣旨です。 

 平たく言えば、アメリカは規制がなくて、ヨーロッパは規制があります。ヨーロッパの場

合には、禁止業務などはあるのですが、日本のような26業務といったような概念はないよう

で、その一方で、派遣労働者を使うことができる理由が決まっているというケースが多い状

況です。 

 派遣が許可される事由と派遣期間の上限をみていくと、例えばフランスでは、派遣先の正

社員が休暇や病気による欠勤で欠員が生じているなどの場合の代替職員として派遣社員を使

うことができるとか、どういう場合に派遣社員を使うことができて、その場合には最長どれ

ぐらいまで使うことができるかが決まっています。国によって違いますけれども、大体ヨー

ロッパは、フランスのような規制の類型になっています。一方で、韓国は、どちらかという

と日本に近く、こういう業務については１年とか、そういう規制のやり方をとっています。 

 また、ヨーロッパの規制の特徴としては、派遣労働者の待遇に関する義務ということで、

均等待遇という義務が課せられている点だと思います。派遣労働者の賃金や労働条件が派遣

先の社員の給料あるいは労働条件と差があってはいけない、均等な待遇にしなければいけな

いというものです。また、韓国は差別的な処遇が禁止となっています。一方で、アメリカは

このような規制はありません。 

こういった諸外国の制度も参考にしつつ、現場の実態などもよくフォローした上で、どう

いう規制のあり方がいいのか、これから検討していきたいと考えております。 

 私からの説明は以上です。 

シート21 

アメリカ イギリス ドイツ フランス ベルギー 韓国

根拠法令 規定なし
職業紹介事業法

派遣労働者規則
労働者派遣法 労働法典

臨時労働、派遣労働及び派
遣先企業への労働者派遣に

関する法律 等
派遣労働者保護法

許可・
届出制

許可制 事前届出制 事前承認制 許可制

派遣禁止

業務

業
務

なし なし

建設業の現場作業
（労働協約がある
場合を除く）

行政命令により定める
危険作業（特定の化学
物質が放出される現場
での業務等）

引越業、家具保管業、港湾
業、建設業の一部、危険業
務（アスベストの解体・除去
等）

建設業務、船員業務、
有害・危険業務、医療
業務等

そ
の
他
（注
1
）

なし なし なし

経営上の理由による解
雇を実施してから6ヶ月
以内の同一ポストへの
派遣

• 解雇された者の代替、業
務量の一時的増加の場合
であって労働組合が承認
しない場合

• 経済上の理由または悪天
候を理由に一時的失業の
措置が取られる場合

経営上の理由による解雇
を実施してから2年以内の
業務への派遣
（労働者代表の同意によ
り6ヶ月に短縮可）

派遣が許可される事
由と派遣期間の上限

制限なし 制限なし 制限なし

• 休暇・病欠等による欠
員の代替
⇒1年半もしくは被代
替者の復帰まで

• 廃止予定ポストに配置
されていた労働者の離
職に伴う代替
⇒2年

• 無期雇用で採用された
者の就労開始までの
代替
⇒9ヶ月

• 業務の一時的増加
⇒1年半

• 休暇・病欠等による欠員
の代替
⇒被代替者の復帰まで

• 解雇された者の代替*
⇒6ヶ月（1年まで延長可*）

• 辞職者の代替
⇒6ヶ月（1年まで延長可*）

• 一時的な業務量増加*
⇒労働組合代表団との協
議により決定（労働組合
代表団がない場合には最
長1年半）

• コンピュータ関連、翻
訳、芸術、事務支援な
ど32業務
⇒ 1年（派遣先・派遣

元・派遣労働者の合意に
より2年まで延長可）

• 32業務以外は以下の目
的の範囲内で可能（労
働者代表と事前協議が必
要）

 出産・病欠等によ
る欠員の代替

⇒欠員の解消まで

21

○ 諸外国の労働者派遣制度の概要 （未定稿）
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Ⅱ．討議概要 

 

１．労働契約申込みみなし制度について 

【事務局】  労働契約申込みみなし制度のところで質問です。労働契約の申し込みをした

場合の労働条件についてです。例えば派遣時よりも大幅に労働条件が下がれば、当然、労働

者はその申し込みを受けないと思うのですが、そのあたりは行政として何か基準を設けてい

く方向なのでしょうか。 

【佐藤】  法律上は、違法派遣が行われたときの労働契約がそのまま適用されるというこ

とになっております。ただ、働いている間に例えば給料が上がるとか、そういうケースもあ

ろうかと思いますので、そのあたりについては少し整理をした上でお示しをしたいと思って

おります。 

 

【Ｃ】  労働契約申込みみなし制度の詳細はいつごろ決まりそうでしょうか。また、申し

込む労働契約というのは、どういった内容なら労働契約を申し込んだとみなされるのでしょ

うか。 

【佐藤】  まず、いつごろかということですが、できるだけ早くにお示ししたいとは思っ

ております。 

 それから、申し込む契約内容ですが、先ほど申し上げたとおり、法律上は、違法派遣が行

われたときの労働契約がそのまま適用されることになります。 

【Ｃ】  １つ心配しているのが、請負で業務をしてもらっている場合で、注文主はきちん

とした請負契約を結んでやっているつもりが、万が一、偽装請負に認定されてしまった場合、

無期雇用で請負元が雇っていた契約をそのまま引き継ぐということになるのかどうか。 

【佐藤】  まず、派遣と請負の部分の区分の問題が１つあるかと思うのですが、どのよう

な形になるかは別にせよ、できる限りわかりやすくしたいとは思っております。 

 それから、有期か無期かという点についてですが、繰り返しの回答になって恐縮ですが、

結局、違法時点の労働契約がそのまま適用されるということになっております。いずれにせ

よ、詳細を整理をした上でお示しをしたいと思っております。 

 

 

２．有期雇用から無期雇用への転換措置について 

【Ａ】  有期雇用から無期雇用への転換推進措置のところで、努力義務となっていますが、

希望者に聞くというのは、「無期雇用になりたいですか」というふうに派遣労働者全員に聞く

ということなのでしょうか。 

【佐藤】  私どもとしては、できる限り対象者全員に対して希望をお聞きしてほしいとは

思っていますが、例えば雇用される際に、１年以上雇用された場合にはこういう制度があり

ますよという説明をし、その場合の相談窓口としてこういう窓口があります、担当者はこう
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いう人がいますというものを雇い入れの際にきちんと紹介しておくということをしていただ

ければ、１年経過した後に、対象者の一人ひとりに聞いて回るということまでしなくてもい

いという取り扱いにしております。 

【Ａ】  今、現実的に無期雇用になるような制度が会社としてないのであれば、そういう

ものをつくっていかなければいけないのでしょうか。 

【佐藤】  無期にしなければいけないということではなく、現在の派遣元で無期になりた

いという派遣労働者もいるでしょうし、別の会社で無期になりたいという労働者もいるでし

ょうし、あるいは今働いている派遣先のほうで直接雇用の労働者になりたいという方もいら

っしゃるでしょうし、あとは、どこで働きたいかはまだ決めていないけれども、将来的には

無期になりたいという方もいらっしゃるでしょう。ですので、必ずしも無期化の制度を作ら

なければいけないということではなく、例えば、無期化に資するような研修をするとか、キ

ャリアの相談に応じるとか、そういったことでも構いません。 

【Ａ】  教育訓練を実施するときに、無期雇用になるための推進措置としてこういった教

育訓練をしていますという、その趣旨などは話す必要性はあるのでしょうか。当社でも、い

ろいろ研修は会社の中で設けているのですが。 

【佐藤】  必ずしもそこまでの趣旨を指摘していただかなくてもいいと思います。同じ研

修であっても、労働者の方が希望する将来的なキャリアによって、その研修の持つ意味合い

が変わってくることもあると思いますので、御社でもいろいろと研修メニューをご用意され

ておられるのでしょうから、そういった研修メニューを紹介するとか、そういうことでも構

わないと思います。 

 

【Ｄ】  当社では、例えば登録型派遣がありますので、パンフレットの８項目になる①の

１年以上働いている方に「無期雇用の労働者として雇用する機会の提供」を会社でするとい

うのもなかなか難しいところがあります。そして、②の紹介予定派遣もあまり行っていない

ところもありまして、また、③の教育訓練については、派遣先の業種も多種多様で一体どう

いう教育訓練をしたらいいのか実際困っているところがあります。どうしていいか正直わか

らないところがあるので、そういったところで教えていただければなと思います。 

【佐藤】  教育訓練というのは例示として書いておりまして、教育訓練をやらなければい

けない、教育訓練に限定されるというものではありません。例えばいろいろと正社員希望者

向けの就職関係のセミナーとかもあろうかと思うので、そういう紹介をしていただくとか、

あるいは、これは会社さんに負担をお願いする形になってしまうのですが、例えば自分で資

格を取るためにいろいろと勉強された場合に、会社のほうで費用を一部補助するような制度

などを入れていただくとか、あとは、キャリアカウンセリングみたいなものをやっていただ

くとか、やり方としては、これでなければいけない、教育訓練でなければいけないというこ

とではありませんので、労働者の方お一人お一人に向き合った形でよりよいものをやってい

ただければいいのではないかと思っております。 
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【Ａ】  今の教育訓練のところですが、何が無期雇用の労働者への転換を推進していると

いうふうにみなされるのですか。いろいろ教育訓練はあると思うのですが、これであれば無

期雇用への転換というのを視野に入れているなというふうにみなされるのでしょうか。 

【佐藤】  結論から申し上げると、こういう教育訓練でなければいけないといったことで

はないと思っています。先ほど申し上げたとおり、労働者が希望する将来のキャリアという

ものも一人ひとり違うでしょうから、各派遣会社さんで労働者一人ひとりと向き合って労働

者のニーズをできるだけ把握していただき、無期化に資するような研修を行っていただけれ

ばいいと思います。多様なニーズを満たすことができるよう、可能な限り色々な研修をご用

意いただき、選択肢を広げるということを行っていただければありがたいと考えております。 

 

３．日雇派遣の原則禁止について 

【Ｂ】  ちょっと判断をお願いしたいと思っております。日雇派遣の原則禁止というのが

ありますが、シート１で三者間の関係の図をお示しいただいていますが、日雇派遣の原則禁

止というのは、そもそも派遣元と派遣先の派遣契約がだめだということでよろしいのでしょ

うか。 

【佐藤】  そうではなく、派遣元と労働者の間の労働契約が30日以下であってはだめだと

いうことです。例えば派遣元と労働者との間で３カ月間の労働契約を結んでいる場合に、派

遣元と派遣先の間で、例えば、契約期間が１週間の派遣契約を締結するということを禁止し

ているわけではありません。ですので、今の例で申し上げますと、労働者の方が、今週はＡ

社に派遣され、来週から２週間はＢ社に派遣され、その次の１週間はＣ社に派遣され、とい

った場合でも構わないわけです。 

【Ｂ】  そうすると、雇用関係が30日以上担保されていればいいと？ 

【佐藤】  そうですね、31日以上ですね。 

【Ｂ】  そうすると、派遣元と派遣先では、例えば１週間であるとかいう契約が発生して

も問題はないと？ 

【佐藤】  派遣契約という観点でいえば、そうなります。 

【Ｂ】  新聞紙上でにぎわっておりますが、例えば選挙でのいろいろな場所での作業でも、

この考え方で対応ができるわけですね。 

【佐藤】  例えば、元々、派遣会社が労働者と契約期間３カ月で労働契約を締結している

ような場合に、通常は別の派遣先で働いているが、選挙が行われる何月何日に限って、どこ

どこの選挙会場で働くということは可能です。 

【Ｂ】  例えば３カ月間の契約の中で、就業日が特定できないような場合も出てくると思

います。派遣元と労働者の方の雇用契約が例えば１カ月の場合の定義というのは、そのひと

月のうちの何分の幾つを満たす場合など、就業日数で区切られてくるものなのでしょうか。 

【佐藤】  何日あればいいということを一律に申し上げることはできませんが、例えば３
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カ月の労働契約を仮に結んだ場合に、就業の初日は決まっているけれどもあとは決まってい

ないというのは、関係法令に照らし合わせても問題が生じる場合があろうかと思っておりま

す。 

【Ｂ】  逆に、例えば月水金とかいう勤務の場合は、それが３カ月あれば問題ないと？ 

【佐藤】  私どものホームページでもＱ＆Ａという形で掲載をしていますし、いろいろと

お問い合わせをいただいた際にお答えしているのですが、日雇派遣の原則禁止では、だいた

い週に20時間以上あれば妥当であるというように考えております。ですので、ご質問があっ

たようなケースで、だいたい週に20時間以上勤務するという実態があるのであれば、今回の

改正との関係では問題ないと思います。 
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労働者派遣制度の現状と
改正労働者派遣法について

○ 労働者派遣とは

労働者

労働者派遣

派遣先

派遣元・派遣先・労働者の三者関係

労働者派遣：自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を

受けて、当該他人のために労働に従事させること。 （労働者派遣法第２条第１項）

※ 労働者供給については、職業安定法の規定により業として行うことが禁止されている。

※ 労働者派遣は、従来の労働者供給の一形態に当たるものであるが、労働者派遣法により、一定のルールのもとに適法に
事業として行えることとなったもの。

派遣元
派遣契約

（参考１）労働者供給

労働者

供給先供給元
供給契約

（参考３）請負

労働者

注文主請負業者
請負契約

（参考２）職業紹介

求職者（労働者）

求人者（雇用主）
職
業
紹
介
事
業
者

雇
用
関
係

あっせん

（参考４）偽装請負（法的には労働者派
遣に該当）

労働者

注文主請負業者

（形式上は）請負契約

請負を装い
派遣を実施

※労働者派遣に該当するものは、労働者供給に含まれない。

※労働者派遣契約（派遣契約）

派遣元事業主と派遣先との間で、派遣労働者が従事す
る業務の内容、派遣就業の場所、労働者派遣の期間等の
一定事項を定める。

労働者派遣契約の締結に際し、派遣先が、面接、履歴
書の送付を受ける等の派遣労働者を特定することを目的
とする行為を行うことは禁止。

1
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労働者派遣法は昭和６０年に制定され、その後、経済・産業構造の変化や価値観の多様化に伴う企業や労働
者の多様な働き方に対するニーズに対応すべく、改正を実施。

○ 無許可事業主からの派遣受入等に対する派遣先への勧告・公表の制度化。

○ 適用対象業務を16業務から26業務に拡大。（政令）

平成
８年

○ 適用対象業務を原則的に自由化（禁止業務：建設、港湾運送、警備、医療、物の製造）

※ 新たに対象となった26業務以外の業務については派遣受入期間を1年に制限。

（→ 労働者派遣制度を臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策として位置付け。）
○ 派遣労働者の直接雇用の努力義務の創設

平成
11年

○ 物の製造業務への労働者派遣の解禁

○ 26業務以外の業務について、派遣受入期間を１年から最大３年まで延長。

（→ 労働者派遣制度の臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策としての位置付けは引き続き維持。 ）
○ 派遣労働者への契約の申込義務の創設

平成
15年

○ 労働者派遣法の制定・改正経緯について

○ 日雇派遣の原則禁止 ○ グループ企業内派遣を８割以下に制限

○ 離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

○ マージン率等の情報提供の義務化、無期雇用への転換推進措置の努力義務化など、派遣労働者の保護や待遇

改善を強化

○ 労働契約申込みみなし制度の創設（施行は平成27年10月）

平成
24年

○ 常用代替のおそれの少ない、専門的知識等を必要とする業務等の13業務を当初適用対象業務に。（施行後直ちに

３業務追加し、16業務に。）

※ 制定以前は、職業安定法により労働者派遣事業は労働者供給事業として禁止

昭和
60年

労働者派遣法の制定

2

○ 労働者派遣事業に関する年間売上高の推移

資料出所：労働者派遣事業報告
3

平成２２年度
年間売上高・・・・・総額5兆3,468億円（対前年度比：15.2％減）
(1) 一般労働者派遣事業 3兆7,934億円（対前年度比：19.8％減）
(2) 特定労働者派遣事業 1兆5,534億円（対前年度比： 1.2％減）

16,717

23,614
28,615

77,892

63,055

53,468

12,847

19,136

23,280

60,151

47,328

37,934

3,870

4,478 5,335

17,741
15,727 15,534

0
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50,000

60,000

70,000

80,000

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

（億円）

総額

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業
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6,681 

12,803 
15,533 

12,653 

22,148 

30,033 

38,827 

51,540 

70,066 

83,677
82,476

82,658 

19,775

62,903

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

合計

一般労働者派遣事業所

特定労働者派遣事業所

（所）

○ 派遣元事業所数の推移

※ 平成10年度までは新規許可・届出受理事業所の累計（延べ数）

平成11年度からは廃止及び不更新事業所を除いた実数

資料出所：厚生労働省職業安定局需給調整事業課調べ
4

42,702 

167,782 171,062 

285,046 
264,439 

293,217 
345,842 

363,215 

424,853 

497,118 

659,531 

860,104 

1,269,823 
1,276,030 

604,663

710,972 

1,192,252 1,177,188 

77,571 98,842 
106,309 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

61年度 63年度 ２年度 ４年度 ６年度 ８年度 １０年度 １２年度 １４年度 １６年度 １８年度 ２０年度 22年度

（所）

合計

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業

○ 派遣先事業所数の推移

資料出所：労働者派遣事業報告
5
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

(万人)

○ 派遣労働者数の推移

※各年６月１日時点の人数 資料出所：労働者派遣事業報告

6

○ 派遣受入期間の制限について

業務 派遣受入期間の制限

物の製造、軽作業、一般事務など
原則１年間

（過半数労働組合等の意見を聴いた上で、
３年間まで延長できる。）

いわゆる「２６業務」など（※） なし

※その他派遣受入期間の制限がないもの

○ ３年以内の有期プロジェクト業務
○ 日数限定業務（１か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ１０日以下）
○ 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
○ 介護休業等を取得する労働者の業務

○ソフトウェア開発
○機械設計
○事務用機器操作
○通訳、翻訳、速記
○秘書
○ファイリング
○調査

○財務処理
○取引文書作成
○デモンストレーション
○添乗
○受付・案内
○研究開発
○事業の実施体制の企画、立案

○建築物清掃
○建築設備運転、点検、整備
○駐車場管理等
○インテリアコーディネーター
○アナウンサー
○テレマーケティング
○放送番組等の大道具・小道具
○水道施設等の設備運転等

○書籍等の制作・編集
○広告デザイン
○ＯＡインストラクション
○セールスエンジニアの営業、金
融商品の営業

○放送機器等操作
○放送番組等演出

【参考】いわゆる「２６業務」

7

業務によって、派遣先が同一の業務に派遣を受け入れる期間に制限を設けている。
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○ 業務別派遣労働者数の内訳

４５万人 １９万人

１６万人 １０万人

２５万人 ２２万人

常時雇用される労働者（８６万人）常時雇用される労働者以外の労働者（５１万人）

いわゆる「２６業務」
※通訳、秘書、機械設計

の業務等

（６４万人）

上記以外の業務
※一般事務、営業、販

売、倉庫・運搬関連、
イベント・キャンペーン
関連の業務等

（４７万人）

製造業務
（２６万人）

（出典）平成２３年６月１日現在の派遣事業報告（確報）における、平成２３年６月１日時点の労働者数

平成２３年６月１日報告【確報】Ｈ２３．６.１現在 総数１３７万人

8

１ 派遣禁止業務

○ 労働者派遣制度の概要（適正な事業運営に関して①）

①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務については、労働者派遣事業を行うことができない。また、④病院等にお

ける医療関連業務については、紹介予定派遣の場合、産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務

の場合等（医業については、これらのほか、就業場所がへき地である場合等）に限って行うことが可能。

３ 日雇派遣の原則禁止 ★

①・②のいずれかに該当する場合を除き、日雇労働者（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者）についての

労働者派遣を行うことは禁止。

○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成

○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ ＯＡインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

② 日雇派遣の例外の「場合」
→ 日雇労働者が以下のいずれかに該当
・ ６０歳以上の者
・ 雇用保険の適用を受けない学生（いわゆる「昼間学生」）
・ 副業として従事する者（生業収入が５００万円以上の者に限る。）
・ 主たる生計者以外の者（世帯収入が５００万円以上の者に限る。）

①日雇派遣の例外「業務」 （いわゆる17.5業務）

★：平成２４年の法改正により追加

２ 許可・届出制

特定労働者派遣事業（派遣労働者が常用雇用労働者のみである場合） ⇒ 届出制

一般労働者派遣事業（特定労働者派遣事業以外の派遣形態） ⇒ 許可制
※） 一般労働者派遣事業の許可制は、事業主単位（新たな事業所の設置は届出で可）。許可の有効期間は、新規３年、更新５年。

9
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○ 労働者派遣制度の概要（適正な事業運営に関して②）

６ 関係派遣先への派遣制限 ★

※） 関係派遣先とは、派遣元事業主の親会社・派遣元事業主の親会社の子会社をいう。（連結決算導入の場合には連結決算の範囲で判
断、それ以外の場合には外形基準（持株基準等）で判断）

一事業年度における関係派遣先（※）への派遣割合を８割以下に制限。

５ 派遣受入期間の制限

(1) 派遣先が同一の業務（(2)①～⑤の業務を除く。）に派遣を受け入れることができる期間は、原則1年（最長３年（※））
に制限。

(2) 派遣受入期間の制限がない業務

① ソフトウェア開発等の政令で定める業務（いわゆる「26業務」） ② ３年以内のいわゆる「有期プロジェクト」業務

③ いわゆる「日数限定業務」（１か月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ１０日以下の業務）

④ 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 ⑤ 介護休業等を取得する労働者の業務

※） １年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期
間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見聴取を行った上で、派遣受入期間を定めることが必要。

派遣割合 ＝
（全派遣労働者のグループ企業での総労働時間－ 定年退職者のグループ企業での総労働時間）

全派遣労働者の総労働時間

10

４ 離職後１年以内の労働者派遣の禁止 ★

ある事業者を離職した労働者を離職後１年以内に当該事業者へ派遣労働者として派遣すること、当該事業者が派遣労
働者として受け入れることを禁止。

※） 60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外。

○ 労働者派遣制度の概要（適正な事業運営に関して③）

７ 労働契約の申込み義務

(1) 以下の場合、派遣先は派遣労働者に対する労働契約の申込みが義務付けられる。

ア） 派遣受入期間の制限のある業務（5(2)①～⑤以外の業務）について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、
派遣労働者を使用しようとする場合

イ） 派遣受入期間の制限のない業務（5(2)①～⑤の業務）について、同一の業務に同一の派遣労働者を３年を超え
て受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合（無期雇用の派遣労働者は申込み
義務の適用対象外★）

※） なお、派遣受入期間の制限のある業務については、(1)ア)のほか、１年以上同一の業務に同一の派遣労働者を受け入れており、派
遣の受入れ終了後、当該業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合に係る雇用の努力義務がある。

(2) 労働契約の申込み義務に違反する派遣先には指導・助言・勧告・公表。

９ 労働契約申込みみなし制度（平成27年10月１日より施行） ★

違法派遣が行われた時点で、派遣先がその派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす。

【労働契約申込みみなし制度の対象となる「違法派遣」】
・ 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合 ※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等
・ 無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・ 派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
・ いわゆる偽装請負の場合（請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合）

８ 派遣先の都合による派遣契約の中途解除時の措置 ★

派遣先は、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保や休業手
当等の支払いに要する費用の負担等の措置を講じなければならない。

※） 併せて、派遣契約に、派遣契約の解除時に講ずる派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用
の負担等に関する事項を盛り込む必要がある。

11
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○ 労働者派遣制度の概要（派遣労働者の保護に関して①）

１０ マージン率等の情報提供 ★

派遣元事業主に対し、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先の数、労働者派遣に関する料金額と派遣労働者の賃金
額の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージン率）、教育訓練に関する事項等の情報提供を義務付け。

１１ 待遇に関する事項等の説明 ★

派遣元事業主に対し、派遣労働者として雇用しようとする労働者への「派遣労働者として雇用した場合の賃金額の見
込み」等についての説明を義務付け。

マージン率 ＝
（労働者派遣に関する料金額の平均額 － 派遣労働者の賃金額の平均額）

労働者派遣に関する料金額の平均額

【情報提供すべき事項】
① 派遣労働者の数 ② 派遣先の数 ③ マージン率 ④ 教育訓練に関する事項
⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額 ⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額 ⑦ その他参考となる事項

【説明すべき事項】
① 派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込みその他の待遇に関する事項
② 事業運営に関する事項 ③ 労働者派遣制度の概要

12

１２ 労働者派遣に関する料金額の明示 ★

派遣元事業主に対し、派遣労働者への「労働者派遣に関する料金額」の明示を義務付け。（雇入時・派遣開始時・派

遣料金額の変更時に明示が必要）

○ 労働者派遣制度の概要（派遣労働者の保護に関して②・その他）

１３ 均衡を考慮した待遇の確保 ★

・ 派遣元事業主に対し、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者等との均衡を考慮した賃金決定や、教
育訓練・福利厚生の実施等への配慮を義務付け。
・ 派遣先事業主に対し、派遣元事業主の求めに応じた派遣元事業主への協力を努力義務化。

１４ 有期雇用派遣労働者等の無期雇用への転換推進措置 ★

派遣元事業主との雇用期間が通算して１年以上である有期雇用の派遣労働者について、労働者本人の希望に応じ、
無期雇用への転換推進措置（※）を講ずるよう、派遣元事業主に対して努力義務化。

※ ①無期雇用の派遣労働者又は無期雇用の通常の労働者として雇用する機会の提供、②紹介予定派遣の対象とすることで直接雇
用を推進、③無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練等の実施

13

１５ 紹介予定派遣

労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行うことを予定しているもの。

※ 一定の労働者派遣の期間を経て、直接雇用に移行することを念頭に行われる。

※ 紹介予定派遣の場合、面接、履歴書の送付要請等の派遣労働者を特定することを目的とする行為を行うことができる。

※ 同一の派遣労働者の紹介予定派遣は６か月を超えてはならない。

※ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合は、その理由を派遣元
事業主に明示。（派遣元事業主は、派遣労働者に明示。）
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○ 労働者派遣制度の概要（派遣労働者の保護に関して③・その他）

１７ 相談・援助、指導監督等

(1) 相談・援助等

違法事案に対する派遣労働者等の申告（当該申告を理由とする不利益取扱いの禁止）、公共職業安定所による派
遣労働者等に対する相談・援助、労働者派遣事業適正運営協力員による専門的な助言

(2) 指導監督等

違法事案等に対する都道府県労働局による指導・助言、改善命令等

１６ その他派遣元事業主・派遣先の講ずべき措置

上記に加え、派遣元事業主に対し、個人情報の保護、適正な派遣就業の確保、派遣元責任者（製造業務に派遣する場合
は専門の責任者）の選任、派遣元管理台帳の作成、記載等を義務付け。

上記に加え、派遣先に対し、適正な派遣就業の確保、派遣先責任者（製造業務に派遣を受け入れる場合は専門の責任者）
の選任、派遣先管理台帳の作成、記載等を義務付け。

(1) 派遣元事業主の講ずべき措置

(2) 派遣先の講ずべき措置

(3) 労働基準法等の適用に関する特例等

労働基準法、労働安全衛生法等の適用については、原則として派遣中の労働者を雇用している派遣元の使用者が責任
を負う立場にあるが、派遣中の労働者の保護に欠けることのないようにする観点から、一定の規定についてその責任を派
遣元及び派遣先の事業主に分配。

14

施行期日：平成24年10月１日（労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から３年経過後（平成27年10月１日））

・ 日雇派遣（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止（適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれ
がないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外）

・ グループ企業内派遣の８割規制、離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

事業規制の強化

・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージン率）などの情報公開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払い
に要する費用負担等の措置を義務化

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に
対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

違法派遣に対する迅速・的確な対処

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。

労働者派遣法改正法（平成24年法律第27号）

【国会での主な修正点】
○ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。
○ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「２ヶ月以内」から「３０日以内」に修正、原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合
等」を追加。

○ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から３年経過後」に延期。 15
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〔１〕 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年を目途として、
東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理
し、労働政策審議会での議論を開始すること。

〔２〕 いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣
元・派遣先事業主に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制
限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においての
み実施するよう徹底すること。また、労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業主及び労働者に対し、期間制限違反
に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。

〔３〕 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施する
よう徹底すること。また、労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化するこ
と。併せて、事業主及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基
準を更に明確化すること。

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成24年3月27日 参議院厚生労働委員会

〔６〕 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運
営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。

〔７〕 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が
派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。

〔５〕 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・
社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。

〔４〕 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底する
よう努めること。

〔８〕 本法施行に当たっては、あらかじめ、派遣労働者、派遣元・派遣先事業主等に対し、日雇派遣の原則禁止、派遣労働者の無
期雇用への転換推進、均等待遇の確保、「マージン率」の情報公開など今回の改正内容について、十分な広報・情報提供を行
い、周知徹底するよう万全を期すること。 16

今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 開催要綱

○労働者派遣制度については、平成24年３月に成立した改正労働者派遣法の国会審議において、登録型派

遣・製造業務派遣・特定労働者派遣事業の在り方や、いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派

遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度の在り方について、今後、検討・議論を開始すべき旨の附帯決議

が付されている。

○「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成24年４月３日閣議決定)に

おいても、労働者派遣法における期間制限等の在り方について、必要な見直しの検討を行うとされている。

○学識経験者からなる研究会を開催し、労働者派遣制度の今後の在り方について、法的・制度的な観点から

専門的な検討を行う。

○研究会は、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長が学識経験者の参集を求めて開催する。
○研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課において行う。
○研究会は、原則として公開とする。

【検討事項】

○登録型派遣・製造業務派遣・特定労働者派遣事業・派遣可能期間の在り方を中心としつつ、労働者派遣制
度を取り巻く諸課題について、幅広く検討を行う。

阿部 正浩 獨協大学経済学部教授 奥田 香子 近畿大学法科大学院教授
小野 晶子 （独）労働政策研究・研修機構研究員 ◎鎌田 耕一 東洋大学法学部教授
木村 琢磨 法政大学キャリアデザイン学部准教授 竹内（奥野） 寿 立教大学法学部准教授
山川 隆一 慶應義塾大学法科大学院教授 ※五十音順、敬称略。◎は座長。

目的・趣旨等

参集者

研究会の運営等

17
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○ソフトウェア開発

○機械設計

○事務用機器操作

○通訳、翻訳、速記

○秘書

○ファイリング

○調査

○財務処理

○取引文書作成

○デモンストレーション

○添乗

○受付・案内

○研究開発

○事業の実施体制の

企画、立案

○書籍等の制作・編集

○広告デザイン

●駐車場管理等

●インテリアコーディネーター

●アナウンサー

●テレマーケティング

●放送番組等の大道具・小道

具

●水道施設等の設備運転等

○ いわゆる「２６業務」とは
「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」あるいは、
「その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必
要があると認められる業務」として政令で定める業務

○ もともと１９９９年（平成１１年）改正で派遣可能業務が原則自由化（ネガティブリスト化）される以前は、労
働者派遣を行うことができる業務が、これらの業務に限定されていた。

○ 派遣可能業務の原則自由化に伴い、新たに派遣可能となったこれらの業務以外の業務については、派
遣可能期間が１年（平成１５年改正で最長３年に延長）に、これらの業務については、派遣可能期間の制限
を受けないこととなった。

○ＯＡインストラクション

○セールスエンジニア

の営業、金融商品の

営業

●放送機器等操作

●放送番組等演出

●建築物清掃

●建築設備運転、点

検、整備

※ ○は日雇派遣の例外となる業務（いわゆる「１７．５業務」）

18

○ いわゆる「２６業務」の変遷

ソフトウェア開発 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発
事務用機器操作 事務用機器操作 機械設計 機械設計
通訳、翻訳、速記 通訳、翻訳、速記 放送機器等操作 放送機器等操作
秘書 秘書 放送番組等演出 放送番組等演出
ファイリング ファイリング 事務用機器操作 事務用機器操作
調査 調査 通訳、翻訳、速記 通訳、翻訳、速記
財務処理 財務処理 秘書 秘書
取引文書作成 取引文書作成 ファイリング ファイリング
デモンストレーション デモンストレーション 調査 調査
添乗 添乗（※１） 財務処理 財務処理
受付・案内、 駐車場管理等 受付・案内、 駐車場管理等（※１） 取引文書作成 取引文書作成
建築物清掃 建築物清掃 デモンストレーション デモンストレーション
建築設備運転、点検、整備 建築設備運転、点検、整備 添乗（※２） 添乗

機械設計 受付・案内、 駐車場管理等 建築物清掃
放送機器等操作 建築物清掃 建築設備運転、点検、整備（※３）
放送番組等演出 建築設備運転、点検、整備 受付・案内、 駐車場管理等

研究開発 研究開発
事業の実施体制の企画・立案 事業の実施体制の企画・立案
書籍等の制作・編集 書籍等の制作・編集
広告デザイン 広告デザイン
インテリアコーディネータ インテリアコーディネータ
アナウンサー アナウンサー
OAインストラクション OAインストラクション
セールスエンジニアの営業 テレマーケティングの営業

放送番組等における大道具・小道具 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

テレマーケティングの営業 放送番組等における大道具・小道具

平成１４年改正
【２６業務】

法施行時
【１３業務】

昭和６１年改正
【１６業務】

平成８年改正
【２６業務】

※１ 平成2年の政令改正により、

① 「受付・案内、駐車場管理等の業務」に、「博覧会場における
受付・案内の業務」を､

② 「添乗の業務」に、「船舶鉄道等の旅客の用に供する施設内
において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務」を、

それぞれ追加。

また、ファイリングの業務の定義を改定。

（太字下線部が追加部分）

※２ 平成8年の政令改正により、「添乗の業務」に、「主催旅行以外
の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務
又は当該業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提
供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を
除く。)」を追加。

注） 網掛・・・特別の雇用管理を行う必要がある業務

※３ 平成24年の政令改正により、「建築設備運転、点検、整備」に、
「水道施設等の設備運転等」を追加。 19

－42－

44



○ ２６業務に従事する派遣労働者の内訳

20（出典）平成２３年６月１日現在の派遣事業報告（確報）における、平成２３年６月１日時点の労働者数

業務
政令第４条の

号番号
派遣労働者数（人） %

ソフトウェア開発 1号 97,286 15.1%
機械設計 2号 49,258 7.7%
放送機器等操作 3号 5,897 0.9%
放送番組等演出 4号 6,461 1.0%
事務用機器操作 5号 228,034 35.5%
通訳、翻訳、速記 6号 4,879 0.8%
秘書 7号 4,975 0.8%
ファイリング 8号 5,750 0.9%
調査 9号 2,327 0.4%
財務処理 10号 50,869 7.9%
取引文書作成 11号 13,088 2.0%
デモンストレーション 12号 2,339 0.4%
添乗 13号 4,012 0.6%
建築物清掃 14号 6,834 1.1%
建築設備運転、点検、整備 15号 9,775 1.5%
受付・案内、駐車場等管理 16号 16,397 2.6%
研究開発 17号 36,060 5.6%
事業の実施体制の企画、立案 18号 3,818 0.6%
書籍等の制作・編集 19号 5,407 0.8%
広告デザイン 20号 3,868 0.6%
インテリアコーディネータ 21号 1,476 0.2%
アナウンサー 22号 473 0.1%
ＯＡインストラクション 23号 7,288 1.1%
テレマーケティング 24号 67,237 10.5%
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 25号 7,991 1.2%
放送番組等の大道具・小道具 26号 907 0.1%
合計 642,706 100.0%
注） 政令第４条の号番号は、24年派遣法改正に伴う政令改正前のもの

アメリカ イギリス ドイツ フランス ベルギー 韓国

根拠法令 規定なし
職業紹介事業法

派遣労働者規則
労働者派遣法 労働法典

臨時労働、派遣労働及び派
遣先企業への労働者派遣に

関する法律 等
派遣労働者保護法

許可・
届出制

許可制 事前届出制 事前承認制 許可制

派遣禁止

業務

業
務

なし なし

建設業の現場作業
（労働協約がある
場合を除く）

行政命令により定める
危険作業（特定の化学
物質が放出される現場
での業務等）

引越業、家具保管業、港湾
業、建設業の一部、危険業
務（アスベストの解体・除去
等）

建設業務、船員業務、
有害・危険業務、医療
業務等

そ
の
他
（注
1
）

なし なし なし

経営上の理由による解
雇を実施してから6ヶ月
以内の同一ポストへの
派遣

• 解雇された者の代替、業
務量の一時的増加の場合
であって労働組合が承認
しない場合

• 経済上の理由または悪天
候を理由に一時的失業の
措置が取られる場合

経営上の理由による解雇
を実施してから2年以内の
業務への派遣
（労働者代表の同意によ
り6ヶ月に短縮可）

派遣が許可される事
由と派遣期間の上限

制限なし 制限なし 制限なし

• 休暇・病欠等による欠
員の代替
⇒1年半もしくは被代
替者の復帰まで

• 廃止予定ポストに配置
されていた労働者の離
職に伴う代替
⇒2年

• 無期雇用で採用された
者の就労開始までの
代替
⇒9ヶ月

• 業務の一時的増加
⇒1年半

• 休暇・病欠等による欠員
の代替
⇒被代替者の復帰まで

• 解雇された者の代替*
⇒6ヶ月（1年まで延長可*）

• 辞職者の代替
⇒6ヶ月（1年まで延長可*）

• 一時的な業務量増加*
⇒労働組合代表団との協
議により決定（労働組合
代表団がない場合には最
長1年半）

• コンピュータ関連、翻
訳、芸術、事務支援な
ど32業務
⇒1年（派遣先・派遣

元・派遣労働者の合意に
より2年まで延長可）

• 32業務以外は以下の目
的の範囲内で可能（労
働者代表と事前協議が必
要）

 出産・病欠等によ
る欠員の代替

⇒欠員の解消まで

21

○ 諸外国の労働者派遣制度の概要 （未定稿）
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派遣が許可される事由
と派遣期間の上限

（続き）

• 季節労働
⇒業務終了まで

• 例外的業務
 イベントの準備・運営、

通訳、市場調査等
⇒3ヶ月

 トラックの荷下ろし
⇒3ヶ月（労働組合代表
団の事前承認が必要）

*：労働組合代表団の事前承認
及び当局への通知が必要

 一時的・断続的に
労働力を確保する
必要がある場合

⇒3ヶ月（派遣先・派

遣元・派遣労働者の
合意により6ヶ月まで
延長可）

派遣労働者の待遇に
関する義務 なし

均等待遇

• 派遣先で同一業
務に就業し12週
間を経た派遣労
働者は、賃金、
労働時間、休日
等について均等
待遇の権利を取
得

• 食堂、託児所等
については初日
から権利取得

均等待遇

• 派遣先事業所にお
いて他の比較可能
な正規従業員に適
用されている賃金
を含む労働条件を
保証しなければな
らない（注2）

均等待遇

• 派遣先で同等の職務
に就く同等の職業格付
けの正規従業員の報
酬を下回ってはならな
い

• 派遣元は派遣終了後
に派遣労働者に対し
所定の手当（注3）を支給
する義務

均等待遇

• 派遣先の常用労働者と同
じ条件で採用された場合
の報酬を下回ってはなら
ない

• 派遣労働者が一定日数以
上就労した場合、年末に
賞与を受け取る権利

差別的処遇の禁止

派遣労働者であること
を理由として、賃金そ
の他の労働条件等にお
いて合理的理由なく不
利に処遇することの禁
止
（対派遣元・派遣先）

派遣労働者数、雇用
者に占める割合

（注4）

121.7万人
0.9％

（2005年）

122万人
4.1％

（2008年）

91万人
2.2％

（2011年）

57.6万人
3.2％

（2011年）

9.0万人
2.4％

（2011年）

9.9万人
0.6％

（2010年）

失業率
（2011年）

（注5）

9.0％ 8.0％ 6.0％ 9.7％ 7.2％ 3.4％

22

（注1）上記のほか、イギリス、フランス、ベルギー及び韓国では、ストライキが行われている事業場への派遣が禁止されている。
（注2）次のような例外規定がある。①労働協約により派遣先の正規労働者と異なる労働条件の設定が可能（ただし派遣先の比較可能な労働者より低い労働条件を定めた協約は無効となる）、②失業してい

た派遣労働者については、派遣開始後6ヶ月間は失業手当と同額の賃金を支払うこととすればよい。
（注3）不安定雇用手当（派遣中の賃金の10％）及び有給休暇補償手当（[派遣中の賃金＋不安定雇用手当]の10％）
（注4）イギリス、フランス、ベルギーについてはフルタイム換算した派遣労働者数。
（注5）出所：OECDstat ”Country statistical profiles”
（出典）各国の制度については、（独）労働政策研究・研修機構「諸外国の労働者派遣制度における派遣労働者の受入期間について」（平成24年9月）、同「諸外国の労働者派遣制度」（平成23年6月）等より

引用
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派
遣

労
働

者
の

保
護

と
雇

用
の

安
定

を
図

る
た

め
、

 
派

遣
会

社
・

派
遣

先
に

は
、

新
た

な
義

務
が

課
さ

れ
ま

す
。

 

事
業
に
関
す
る
こ
と

 
 

労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
こ
と

 
 

労
働

局
名

課
室

名
所

　
　

　
在

　
　

　
地

代
表

電
話

番
号

北
海

道
需

給
調

整
事

業
室

北
海

道
札

幌
市

北
区

北
８

条
西

２
－

１
－

１
　

札
幌

第
１

合
同

庁
舎

３
Ｆ

０
１

１
－

７
０

９
－

２
３

１
１

青
　

 森
需

給
調

整
事

業
室

青
森

県
青

森
市

新
町

２
－

４
－

２
５

　
青

森
合

同
庁

舎
７

Ｆ
０

１
７

－
７

２
１

－
２

０
０

０

岩
 　

手
需

給
調

整
事

業
室

岩
手

県
盛

岡
市

盛
岡

駅
西

通
１

－
９

－
１

５
　

盛
岡

第
２

合
同

庁
舎

　
５

階
０

１
９

－
６

０
４

－
３

０
０

４

宮
　

 城
需

給
調

整
事

業
室

宮
城

県
仙

台
市

宮
城

野
区

鉄
砲

町
１

　
仙

台
第

４
合

同
庁

舎
０

２
２

－
２

９
２

－
６

０
７

１

秋
　

 田
職

業
安

定
課

秋
田

県
秋

田
市

山
王

３
－

１
－

７
　

東
カ

ン
ビ

ル
５

Ｆ
０

１
８

－
８

８
３

－
０

０
０

７

山
　

 形
需

給
調

整
事

業
室

山
形

県
山

形
市

香
澄

町
３

－
２

－
１

　
山

交
ビ

ル
３

Ｆ
０

２
３

－
６

２
６

－
６

１
０

９

福
　

 島
需

給
調

整
事

業
室

福
島

県
福

島
市

霞
町

１
－

４
６

 福
島

合
同

庁
舎

４
Ｆ

０
２

４
－

５
２

９
－

５
７

４
６

茨
 　

城
需

給
調

整
事

業
室

茨
城

県
水

戸
市

宮
町

１
－

８
－

３
１

０
２

９
－

２
２

４
－

６
２

３
９

栃
　

 木
需

給
調

整
事

業
室

栃
木

県
宇

都
宮

市
明

保
野

町
１

－
４

　
宇

都
宮

第
２

地
方

合
同

庁
舎

２
Ｆ

０
２

８
－

６
１

０
－

３
５

５
６

群
 　

馬
需

給
調

整
事

業
室

群
馬

県
前

橋
市

大
渡

町
１

－
１

０
－

７
　

群
馬

県
公

社
総

合
ビ

ル
８

Ｆ
０

２
７

－
２

１
０

－
５

１
０

５

埼
 　

玉
需

給
調

整
事

業
室

埼
玉

県
さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

１
１

－
２

　
ラ

ン
ド

・
ア

ク
シ

ス
・

タ
ワ

ー
１

４
Ｆ

０
４

８
－

６
０

０
－

６
２

１
１

千
　

 葉
需

給
調

整
事

業
室

千
葉

県
千

葉
市

中
央

区
中

央
４

－
１

１
－

１
　

千
葉

第
二

地
方

合
同

庁
舎

3
階

０
４

３
－

２
２

１
－

５
５

０
０

東
 　

京
需

給
調

整
事

業
第

二
課

東
京

都
港

区
海

岸
３

－
９

－
４

５
０

３
－

３
４

５
２

－
１

４
７

４

神
奈

川
需

給
調

整
事

業
課

神
奈

川
県

横
浜

市
中

区
尾

上
町

５
－

７
７

－
２

　
馬

車
道

ウ
エ

ス
ト

ビ
ル

２
Ｆ

０
４

５
－

６
５

０
－

２
８

１
０

新
　

 潟
需

給
調

整
事

業
室

新
潟

県
新

潟
市

中
央

区
美

咲
町

１
－

２
－

１
 新

潟
美

咲
合

同
庁

舎
２

号
館

０
２

５
－

２
８

８
－

３
５

１
０

富
 　

山
需

給
調

整
事

業
室

富
山

県
富

山
市

神
通

本
町

１
－

５
－

５
０

７
６

－
４

３
２

－
２

７
１

８

石
 　

川
需

給
調

整
事

業
室

石
川

県
金

沢
市

西
念

３
－

４
－

１
　

金
沢

駅
西

合
同

庁
舎

５
Ｆ

０
７

６
－

２
６

５
－

４
４

３
５

福
　

 井
需

給
調

整
事

業
室

福
井

県
福

井
市

春
山

１
－

１
－

５
４

　
福

井
春

山
合

同
庁

舎
９

Ｆ
０

７
７

６
－

２
６

－
８

６
０

９

山
　

 梨
職

業
安

定
課

山
梨

県
甲

府
市

丸
の

内
１

－
１

－
１

１
０

５
５

－
２

２
５

－
２

８
５

７

長
 　

野
需

給
調

整
事

業
室

長
野

県
長

野
市

中
御

所
１

－
２

２
－

１
０

２
６

－
２

２
６

－
０

８
６

４

岐
 　

阜
需

給
調

整
事

業
室

岐
阜

県
岐

阜
市

金
竜

町
５

－
１

３
　

岐
阜

合
同

庁
舎

４
Ｆ

０
５

８
－

２
４

５
－

１
３

１
２

静
　

 岡
需

給
調

整
事

業
課

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

追
手

町
９

－
５

０
　

静
岡

地
方

合
同

庁
舎

５
Ｆ

０
５

４
－

２
７

１
－

９
９

８
０

愛
　

 知
需

給
調

整
事

業
第

二
課

愛
知

県
名

古
屋

市
中

区
栄

２
－

３
－

１
　

名
古

屋
広

小
路

ビ
ル

ヂ
ン

グ
６

Ｆ
０

５
２

－
２

１
９

－
５

５
８

７

三
　

 重
需

給
調

整
事

業
室

三
重

県
津

市
島

崎
町

３
２

７
－

２
　

津
第

２
地

方
合

同
庁

舎
０

５
９

－
２

２
６

－
２

１
６

５

滋
　

 賀
需

給
調

整
事

業
室

滋
賀

県
大

津
市

梅
林

１
－

３
－

１
０

　
滋

賀
ビ

ル
３

Ｆ
０

７
７

－
５

２
６

－
８

６
１

７

京
　

 都
需

給
調

整
事

業
課

京
都

府
京

都
市

中
京

区
両

替
町

通
御

池
上

ル
金

吹
町

４
５

１
０

７
５

－
２

４
１

－
３

２
２

５

大
　

 阪
需

給
調

整
事

業
第

一
課

大
阪

府
大

阪
市

中
央

区
常

盤
町

１
－

３
－

８
　

中
央

大
通

Ｆ
Ｎ

ビ
ル

１
４

Ｆ
０

６
－

４
７

９
０

－
６

３
０

３

兵
　

 庫
需

給
調

整
事

業
課

兵
庫

県
神

戸
市

中
央

区
東

川
崎

町
１

－
１

－
３

　
神

戸
ク

リ
ス

タ
ル

タ
ワ

ー
１

４
Ｆ

０
７

８
－

３
６

７
－

０
８

３
１

奈
　

 良
需

給
調

整
事

業
室

奈
良

県
奈

良
市

法
蓮

町
３

８
７

　
奈

良
第

３
地

方
合

同
庁

舎
０

７
４

２
－

３
２

－
０

２
０

８

和
歌

山
職

業
安

定
課

和
歌

山
県

和
歌

山
市

黒
田

２
－

３
－

３
　

和
歌

山
労

働
総

合
庁

舎
０

７
３

－
４

８
８

－
１

１
６

０

鳥
 　

取
職

業
安

定
課

鳥
取

県
鳥

取
市

富
安

２
－

８
９

－
９

０
８

５
７

－
２

９
－

１
７

０
７

島
　

 根
職

業
安

定
課

島
根

県
松

江
市

向
島

町
１

３
４

－
１

０
　

松
江

地
方

合
同

庁
舎

５
Ｆ

０
８

５
２

－
２

０
－

７
０

１
７

岡
　

 山
需

給
調

整
事

業
室

岡
山

県
岡

山
市

北
区

下
石

井
１

－
４

－
１

　
岡

山
第

二
合

同
庁

舎
０

８
６

－
８

０
１

－
５

１
１

０

広
　

 島
需

給
調

整
事

業
課

広
島

県
広

島
市

中
区

八
丁

堀
５

－
７

 住
友

生
命

広
島

八
丁

堀
ビ

ル
４

Ｆ
０

８
２

－
５

１
１

－
１

０
６

６

山
　

 口
需

給
調

整
事

業
室

山
口

県
山

口
市

中
河

原
町

６
－

１
６

　
山

口
地

方
合

同
庁

舎
２

号
館

０
８

３
－

９
９

５
－

０
３

８
５

徳
　

 島
需

給
調

整
事

業
室

徳
島

県
徳

島
市

徳
島

町
城

内
６

－
６

　
徳

島
地

方
合

同
庁

舎
４

Ｆ
０

８
８

－
６

１
１

－
５

３
８

６

香
　

 川
需

給
調

整
事

業
室

香
川

県
高

松
市

サ
ン

ポ
ー

ト
３

－
３

３
　

高
松

サ
ン

ポ
ー

ト
合

同
庁

舎
３

Ｆ
０

８
７

－
８

０
６

－
０

０
１

０

愛
　

 媛
需

給
調

整
事

業
室

愛
媛

県
松

山
市

若
草

町
４

－
３

　
松

山
若

草
合

同
庁

舎
５

Ｆ
０

８
９

－
９

４
３

－
５

８
３

３

高
　

 知
職

業
安

定
課

高
知

県
高

知
市

南
金

田
１

－
３

９
０

８
８

－
８

８
５

－
６

０
５

１

福
　

 岡
需

給
調

整
事

業
課

福
岡

県
福

岡
市

卙
多

区
卙

多
駅

東
２

－
１

１
－

１
　

福
岡

合
同

庁
舎

本
館

１
Ｆ

０
９

２
－

４
３

４
－

９
７

１
１

佐
　

 賀
需

給
調

整
事

業
室

佐
賀

県
佐

賀
市

駅
前

中
央

３
－

３
－

２
０

　
佐

賀
第

２
合

同
庁

舎
６

Ｆ
０

９
５

２
－

３
２

－
７

２
１

９

長
　

 崎
需

給
調

整
事

業
室

長
崎

県
長

崎
市

万
才

町
７

－
１

　
住

友
生

命
長

崎
ビ

ル
０

９
５

－
８

０
１

－
０

０
４

５

熊
　

 本
需

給
調

整
事

業
室

熊
本

県
熊

本
市

西
区

春
日

２
-１

０
-１

　
熊

本
地

方
合

同
庁

舎
９

階
０

９
６

－
２

１
１

－
１

７
３

１

大
　

 分
需

給
調

整
事

業
室

大
分

県
大

分
市

東
春

日
町

１
７

－
２

０
　

大
分

第
２

ソ
フ

ィ
ア

プ
ラ

ザ
ビ

ル
３

Ｆ
０

９
７

－
５

３
５

－
２

０
９

５

宮
　

 崎
職

業
安

定
課

宮
崎

県
宮

崎
市

橘
通

東
３

－
１

－
２

２
　

宮
崎

合
同

庁
舎

５
Ｆ

０
９

８
５

－
３

８
－

８
８

２
３

鹿
児

島
需

給
調

整
事

業
室

鹿
児

島
県

鹿
児

島
市

西
千

石
町

１
－

１
　

鹿
児

島
西

千
石

第
一

生
命

ビ
ル

１
Ｆ

０
９

９
－

２
１

９
－

８
７

１
１

沖
　

 縄
職

業
安

定
課

沖
縄

県
那

覇
市

お
も

ろ
ま

ち
２

－
１

－
１

　
那

覇
第

二
地

方
合

同
庁

舎
３

Ｆ
０

９
８

－
８

６
８

－
１

６
５

５

－45－
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6
 
待
遇
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
説
明

 

派
遣

会
社

は
、

労
働

契
約

締
結

前
に

、
派

遣
労

働
者

と
し

て
雇

用
し

よ
う

と
す

る
労

働
者

に
対

し

て
、

 

 
 

①
 

雇
用

さ
れ

た
場

合
の

賃
金

の
見

込
み

額
や

待
遇

に
関

す
る

こ
と

 

 
 

②
 

派
遣

会
社

の
事

業
運

営
に

関
す

る
こ

と
 

 
 

③
 

労
働

者
派

遣
制

度
の

概
要

 

 
の

説
明

を
す

る
こ

と
が

義
務

化
さ

れ
ま

す
。

 

7
 
派
遣
先
の
都
合
で
派
遣
契
約
を
解
除
す
る

 
と
き
に
講
ず
べ
き
措
置

 

労
働

者
派

遣
契

約
の

中
途

解
除

に
よ

っ
て

、
派

遣
労

働
者

の
雇

用
が

失
わ

れ
る

こ
と

を
防

ぐ
た

め
、

派
遣

先
の

都
合

に
よ

り
派

遣
契

約
を

解
除

す
る

場
合

に
は

、
 

 
・

派
遣

労
働

者
の

新
た

な
就

業
機

会
の

確
保

 

 
・

休
業

手
当

な
ど

の
支

払
い

に
要

す
る

費
用

の
負

担
 

な
ど

 

の
措

置
を

と
る

こ
と

が
、

派
遣

先
の

義
務

と
な

り
ま

す
。

 

（
派

遣
契

約
時

に
こ

れ
ら

の
措

置
に

つ
い

て
明

記
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
）

 

8
 
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
の
無
期
雇
用
へ
の

転
換
推
進
措
置

 

派
遣

労
働

者
が

無
期

雇
用

に
な

る
た

め
の

機
会

が
少

な
い

こ
と

 

な
ど

か
ら

、
派

遣
会

社
は

、
有

期
雇

用
の

派
遣

労
働

者
（

雇
用

期
間

が
通

算
１

年
以

上
）

の
 

希
望

に
応

じ
、

以
下

の
い

ず
れ

か
の

措
置

を
と

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
 

 
①

 
無

期
雇

用
の

労
働

者
と

し
て

雇
用

す
る

機
会

の
提

供
  

 
②

 
紹

介
予

定
派

遣
の

対
象

と
す

る
こ

と
で

、
派

遣
先

で
の

直
接

雇
用

を
推

進
  

 
③

 
無

期
雇

用
の

労
働

者
へ

の
転

換
を

推
進

す
る

た
め

の
教

育
訓

練
な

ど
の

実
施

  

9
 
派
遣
労
働
者
が
無
期
雇
用
労
働
者
か
否
か

を
派
遣
先
へ
の
通
知
事
項
に
追
加

 

均
衡
待
遇
の
確
保

 

【
派

遣
会

社
の

義
務

】
 

 派
遣

会
社

は
、

派
遣

労
働

者
の

賃
金

を
決

定
す

る
際

、
 

 
①

 
派

遣
先

で
同

種
の

業
務

に
従

事
す

る
労

働
者

の
賃

金
水

準
 

 
②

 
派

遣
労

働
者

の
職

務
の

内
容

、
職

務
の

成
果

、
意

欲
、

能
力

、
経

験
な

ど
 

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

教
育

訓
練

や
福

利
厚

生
な

ど
に

つ
い

て
も

均
衡

に
向

け
た

配
慮

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

 
 【

派
遣

先
の

義
務

】
 

 派
遣

会
社

に
対

し
、

必
要

な
情

報
を

提
供

す
る

な
ど

の
協

力
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
 

1
1

 
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度

 
（
平
成

2
7
年

1
0
月
１
日
施
行
）
 

労
働

契
約

申
込

み
み

な
し

制
度

と
は

、
派

遣
先

が
違

法
派

遣
と

知
り

な
が

ら
派

遣
労

働
者

を
受

け
入

れ
て

い
る

場
合

、
違

法
状

態
が

発
生

し
た

時
点

に
お

い
て

、
派

遣
先

が
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

労
働

契
約

の
申

し
込

み
（

直
接

雇
用

の
申

し
込

み
）

を
し

た
も

の
と

み
な

す
制

度
で

す
。

平
成

2
7

年
1

0
月

１
日

か
ら

の
施

行
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

労
働
者
派
遣
法
の
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
派
遣
会
社
・派
遣
先
に
課
さ
れ
る
事
項

 

派
遣
会
社

 
派
遣
先

 


日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止

 
1

 


グ
ル
ー
プ
企
業
派
遣
の
８
割
規
制

 

実
績
報
告
の
義
務
化

 
2

 


離
職
後
１
年
以
内
の
人
を
元
の
勤
務
先
に

 
 
派
遣
す
る
こ
と
の
禁
止

 
3

 


離
職
後
１
年
以
内
の
元
従
業
員
を
派
遣
労

 
 
働
者
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
禁
止
、
該

 
 
当
す
る
場
合
に
は
派
遣
会
社
へ
通
知

 


マ
ー
ジ
ン
率
な
ど
の
情
報
提
供

 
4

 


派
遣
料
金
の
明
示

 
5

 


待
遇
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
説
明

 
6

 

7
 

派
遣
先
の
都
合
で
派
遣
契
約
を
解
除
す

 
 
る
と
き
に
講
ず
べ
き
措
置

 


有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
の
無
期
雇
用
へ

 
 
の
転
換
推
進
措
置

 
8

 


派
遣
労
働
者
が
無
期
雇
用
労
働
者
か
否

 
 
か
を
派
遣
先
へ
の
通
知
事
項
に
追
加

 
9

 


均
衡
待
遇
の
確
保

 
1

0
 

均
衡
待
遇
の
確
保
に
向
け
た
派
遣
元
事

 
 

 
業
主
へ
の
協
力

 

1
1

 

労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度

 
 
 
【
平
成

2
7
年

1
0
月
１
日
施
行
】
 

1
 
日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止

 
日

雇
派

遣
に

つ
い

て
は

、
派

遣
会

社
・

派
遣

先
の

そ
れ

ぞ
れ

で
雇

用
管

理
責

任
が

果
た

さ
れ

て

お
ら

ず
、

労
働

災
害

の
発

生
の

原
因

に
も

な
っ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

雇
用

期
間

が
3

0
日

以
内

の
日

雇
派

遣
は

原
則

禁
止

に
な

り
ま

し
た

。
 

た
だ

し
、

①
ま

た
は

②
の

場
合

は
例

外
と

し
て

認
め

ら
れ

ま
す

。
 

  
①

 
禁

止
の

例
外

と
し

て
政

令
で

定
め

る
業

務
に

つ
い

て
派

遣
す

る
場

合
 

        ②
 

以
下

に
該

当
す

る
人

を
派

遣
す

る
場

合
 

  
 

(ア
) 

6
0

歳
以

上
の

人
 

 
 

(イ
) 

雇
用

保
険

の
適

用
を

受
け

な
い

学
生

 

 
 

(ウ
) 

副
業

と
し

て
日

雇
派

遣
に

従
事

す
る

人
 

 
 

(エ
) 

主
た

る
生

計
者

で
な

い
人

 
  

(ウ
)は

生
業

収
入

が
5

0
0

万
円

以
上

、
(エ

)は
世

帯
収

入
が

5
0

0
万

円
以

上
の

場
合

に
限

り
ま

す
。

 

2
 
グ
ル
ー
プ
企
業
派
遣
の
８
割
規
制

 

派
遣

会
社

と
同

一
グ

ル
ー

プ
内

の
事

業
主

が
派

遣
先

の
大

半
を

占
め

る
よ

う
な

場
合

は
、

派
遣

会
社

が
本

来
果

た
す

べ
き

労
働

力
需

給
調

整
機

能
と

し
て

の
役

割
が

果
た

さ
れ

な
い

こ
と

か
ら

、

派
遣

会
社

が
そ

の
グ

ル
ー

プ
企

業
に

派
遣

す
る

割
合

は
全

体
の

８
割

以
下

に
制

限
さ

れ
ま

す
。

 

            

離
職
後
１
年
以
内
の
人
を
元
の
勤
務
先
に

 
派
遣
す
る
こ
と
の
禁
止

 
本

来
直

接
雇

用
と

す
べ

き
労

働
者

を
派

遣
労

働
者

に
置

き
換

え
る

こ
と

で
、

労
働

条
件

が
切

り

下
げ

ら
れ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
派

遣
会

社
が

離
職

後
１

年
以

内
の

人
と

労
働

契
約

を
結

び
、

元
の

勤
務

先
に

派
遣

す
る

こ
と

は
で

き
な

く
な

り
ま

し
た

（
元

の
勤

務
先

が
該

当
者

を
受

け
入

れ
る

こ
と

も
禁

止
さ

れ
ま

す
）

。
 

       【
派

遣
会

社
】

離
職

前
事

業
者

へ
派

遣
労

働
者

と
し

て
派

遣
す

る
こ

と
を

禁
止

 
【

派
遣

先
】

該
当

す
る

元
従

業
員

を
派

遣
労

働
者

と
し

て
受

け
入

れ
る

こ
と

を
禁

止
 

 
 

  
 ※

 
6

0
歳

以
上

の
定

年
退

職
者

は
禁

止
対

象
か

ら
除

外
さ

れ
ま

す
。

 
 

 
※

 
禁

止
対

象
と

な
る

勤
務

先
の

範
囲

は
事

業
者

単
位

と
な

り
ま

す
 3
0

日
以

内
 

労
働

契
約

 

派
遣

割
合

＝
 

全
派

遣
労

働
者

の
グ

ル
ー

プ
企

業
で

の
 

総
労

働
時

間
 

全
派

遣
労

働
者

の
総

労
働

時
間

 

定
年

退
職

者
の

グ
ル

ー
プ

企
業

で
の

 
総

労
働

時
間

 

グ
ル

ー
プ

企
業

 

派
遣

会
社

が
 

連
結

子
会

社
の

場
合

 

派
遣

会
社

が
 

連
結

子
会

社
で

な
い

場
合

 

・
派

遣
会

社
の

親
会

社
 

・
派

遣
会

社
の

親
会

社
の

子
会

社
 

※
親

子
関

係
は

連
結

決
算

の
範

囲
で

判
断

 

・
派

遣
会

社
の

親
会

社
等

 

・
派

遣
会

社
の

親
会

社
等

の
子

会
社

等
 

※
親

子
関

係
は

、
外

形
基

準
で

判
断

 

 
（

議
決

権
の

過
半

数
を

所
有

、
出

資
金

の
 

 
過

半
を

出
資

な
ど

）
 

正
社

員
・

契
約

社
員

と
し

て
Ａ

社
に

勤
務

 
離

職
 

派
遣

会
社

Ｂ
社

と
労

働
契

約
 

派
遣

社
員

と
し

て
 

Ａ
社

に
勤

務
 

１
年

以
内

 

 ○
ソ

フ
ト

ウ
エ

ア
開

発
  

○
機

械
設

計
  

○
事

務
用

機
器

操
作

  
○

通
訳

、
翻

訳
、

速
記

  
○

秘
書

  
○

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

 
  

○
調

査
  

○
財

務
処

理
  

○
取

引
文

書
作

成
  

○
デ

モ
ン

ス
ト

レ
ー

シ
ョ

ン
 

○
添

乗
  

○
受

付
・

案
内

  
○

研
究

開
発

  
  

○
事

業
の

実
施

体
制

の
企

画
  

 
・

立
案

  
○

書
籍

等
の

制
作

・
編

集
  

○
広

告
デ

ザ
イ

ン
 

○
Ｏ

Ａ
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

 
○

セ
ー

ル
ス

エ
ン

ジ
ニ

ア
の

 
 

 
営

業
、

金
融

商
品

の
営

業
  

禁
止

の
例

外
と

な
る

業
務

 

4
 

5
 
マ
ー
ジ
ン
率
な
ど
の
情
報
提
供

 
派
遣
料
金
の
明
示

 

【
関

係
者

へ
の

情
報

公
開

】
 

 労
働

者
や

派
遣

先
と

な
る

事
業

主
が

よ
り

適
切

な
派

遣
会

社
を

選
択

で
き

る
よ

う
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
な

ど
に

よ

り
派

遣
会

社
の

マ
ー

ジ
ン

率
や

教
育

訓
練

に
関

す
る

取
り

組
み

状
況

な
ど

の
情

報
提

供
が

義
務

化
さ

れ
ま

す
。

 

       【
派

遣
労

働
者

へ
の

明
示

】
 

 雇
入

時
、

派
遣

開
始

時
、

派
遣

料
金

額
の

変
更

時
に

は
、

派
遣

労
働

者
の

「
労

働
者

派
遣

に
関

す
る

料
金

額
（

派

遣
料

金
）

」
の

明
示

が
義

務
化

さ
れ

ま
す

。
 

 
＜

明
示

す
べ

き
派

遣
料

金
（

次
の

う
ち

い
ず

れ
か

を
明

示
）

＞
 

 
 

①
派

遣
労

働
者

本
人

の
派

遣
料

金
 

 
 

②
派

遣
労

働
者

が
所

属
す

る
事

業
所

に
お

け
る

派
遣

料
金

の
平

均
額

（
１

人
あ

た
り

）
 

 
＜

明
示

の
方

法
＞

 

 
 

書
面

・
Ｆ

Ａ
Ｘ

・
Ｅ

メ
ー

ル
の

い
ず

れ
か

 

派
遣

料
金

（
派

遣
先

が
派

遣
会

社
へ

支
払

う
料

金
）

 

賃
金

（
派

遣
会

社
が

労
働

者
に

支
払

う
支

払
う

賃
金

）
 

マ
ー

ジ
ン

 

マ
ー

ジ
ン

率
＝

 
派

遣
料

金
の

平
均

額
 

派
遣

料
金

の
平

均
額

 

派
遣

労
働

者
の

賃
金

の
平

均
額

 

有
期

雇
用

 

無
期

雇
用

 

3
 

1
0
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Ⅳ．ビジネス･レーバー･トレンド研究会報告書・既刊シリーズ一覧 

 

「労働紛争解決法制の新たな展開の中での企業内紛争解決システムの役割」 

報告者：山川隆一・慶応義塾大学法科大学院教授             （2004年7月13日報告） 

 

「パートタイマーの組織化と意見反映システム――同質化戦略と異質化戦略」 

報告者：呉 学殊・労働政策研究・研修機構研究員             （2004年7月27日報告） 

 

「改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのか――手続き規制の新たな展開」 

報告者：土田道夫・同志社大学法学部教授                （2004年9月30日報告） 

 

「均等待遇の国際比較とパート活用の鍵――ヨーロッパ、アメリカ、そして日本」 

報告者：水町勇一郎・東京大学社会科学研究所助教授           （2004年10月13日報告） 

 

「65歳継続雇用時代にどう備えるか？――改正高齢法で求められる労使の新たなルールづくり」 

報告者：岩村正彦・東京大学法学部教授 

藤村博之・法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 

（2005年1月25日報告） 

 

「メンタルヘルスで求められる使用者の健康配慮義務とは？ 

――適正労働配置義務と採用後精神障害者の職場復帰」 

報告者：水島郁子・大阪大学大学院法学研究科助教授            （2005年2月7日報告） 

 

「育児・介護休業法改正と両立支援の課題 

――育児・介護休業の対象労働者の拡大と次世代法の本格実施を受けて」 

報告者：佐藤博樹・東京大学社会科学研究所教授              （2005年2月15日報告） 

 

「『成果主義』成功のポイント──人事データによる成果主義の検証から」 

 報告者：阿部正浩・獨協大学経済学部助教授                （2005年7月20日報告） 

 

「働く過剰――希望学の視点から若者の人材育成を語る」 

 報告者：玄田有史・東京大学社会科学研究所助教授             （2005年10月3日報告） 

 

「事業再生における労働組合の役割とは？――再生企業における労使の取り組み事例を中心に」 

 報告者：藤本真・労働政策研究・研修機構研究員             （2005年10月28日報告） 
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「ホワイトカラー・エグゼンプションについて考える――米国の労働時間法制の理念と現実」 

  報告者：島田陽一・早稲田大学法学学術院教授            （2005年11月25日報告） 

 

「企業の技能継承問題と若年を活かす職場のあり方──2007年問題における企業のバラエティー論から」 

  報告者：太田聰一・慶応義塾大学経済学部教授             （2006年7月6日報告） 

 

「改正均等法をめぐる法的留意点――企業や職場は具体的にどのように対処すればよいか」 

  報告者：奥山明良・成城大学法学部教授                （2006年８月29日報告） 

 

「ワーク・ライフ・バランスの実践とその効果――人材戦略としての意義とその活用を考える」 

  報告者：武石恵美子・法政大学キャリアデザイン学部助教授       （2006年12月13日報告） 

 

「改正パートタイム労働法をめぐる法的留意点――企業や職場は具体的にどう対処すればよいか」 

  報告者：富田 望・厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課調査官 

        （2007年7月11日報告） 

 

「コールセンターの雇用と人材育成に係わる実態と課題」 

  報告者：仁田道夫・東京大学社会科学研究所教授             （2007年7月24日報告） 

 

「平成19年度労働経済の分析」 

  報告者：石水喜夫・厚生労働省労働経済調査官              （2007年9月4日報告） 

 

「労働契約法の意義と法的留意点」 

 報告者：野川 忍・東京学芸大学教授                  （2008年3月5日報告） 

 

「ホワイトカラーの労働時間管理のあり方――名目的管理監督者問題をきっかけに」 

  報告者：大内伸哉・神戸大学教授                    （2008年5月30日報告） 

 

「グローバル経済下における高度外国人材の有効な雇用管理とは？――高度外国人材の採用と雇用の現状

と課題」 

  報告書：白木三秀・早稲田大学政治経済学術院教授  留学センター長 

（2009年9月26日報告） 

 

「平成20年労基法改正と法的留意点――月60時間超時間外労働部分の割増賃金率50％以上引上げ義務化等」 

 報告者：富田望・厚生労働省労働基準局監督課調査官          （2009年2月26日報告） 
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「改正労働基準法について―― 平成20年改正労基法及び省令・告示・施行通達の解説」 

報告者：奥山晃正・厚生労働省労働基準局監督課法規係長        （2010年8月27日報告） 

 

「高齢者就業率の規定要因――定年制度、賃金プロファイル、労働組合の効果」 

報告者：山田篤裕・慶応義塾大学経済学部准教授            （2010年1月26日報告） 

 

「改正育児・介護休業法の施行に向けて」 

報告者：山口 正行・厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課課長補佐 

（2010年2月5日報告 ） 

 

「個別労働関係紛争処理事案の内容分析 

――雇用終了、いじめ・嫌がらせ、労働条件引下げ及び三者間労務提供関係」 

報告者：濱口桂一郎・労働政策研究・研修機構統括研究員         （2010年10月13日報告） 

 

「海外日本企業の人材形成――円高と雇用」 

報告者：小池和男・法政大学名誉教授                 （2010年11月10日報告） 

 

「職場におけるメンタルヘルス対策の最新動向――JILPT調査から」 

報告者：郡司正人・労働政策研究・研修機構主任調査員         （2011年10月31日報告） 

 

「厚生労働省『労使関係法研究会報告書』のポイント――労働者性の判断基準」 

報告者：高島章好・厚生労働省政策統括官（労働担当）付労政担当参事官室室長補佐 

         （2011年11月29日報告） 

「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言のポイントと今後の対策について」 

報告者：川瀬健太・厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室政策係長 

         （2012年9月27日報告） 
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